
わたしたちは、高品質の商品とサービスを通して、 
お客様に必要とされ、愛される会社を目指します。

わたしたちは、お客様への感謝の気持ちと、 
仕事への誇りを大切にします。

わたしたちは、広く社会に役立ち、 
確かな未来に貢献できる会社を目指します。

太陽生命の経営ビジョンは、
今後の成長の礎として、「お客様」「従業員」「社会」のそれぞれの視点から、

当社の目指す企業像を具体的に表現し、企業として目指す方向性を明確にしています。

Try＆Discover（挑戦と発見）による価値の創造を通じて、
人と社会に貢献するグループを目指します。

T&D保険グループの経営理念

太陽生命の経営ビジョン
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　太陽生命は、大同生命およびT＆Dフィナンシャル生命とともに、
生命保険会社3社を中心とする「T＆D保険グループ」の一員です。

　T＆D保険グループは、グループ経営理念に基づき、社会とともに
持続的成長を遂げ、生命保険業等の公共的使命と企業の社会的責任を果たします。
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会 社 概 要
社名 太陽生命保険株式会社

（TAIYO LIFE INSURANCE COMPANY）
代表者 代表取締役社長　副島　直樹
設立 1948年（昭和23年）2月（創業 1893年（明治26年）5月）
本社所在地 〒103-6031　東京都中央区日本橋2-7-1
総資産 7兆3,547億円
資本金等 資本金625億円、資本準備金625億円、合計1,250億円

事業所 国内：143支社5営業所、
海外：2駐在員事務所（ニューヨーク、ヤンゴン）

従業員数 11,353名
（内務員2,337名、営業職員9,016名）

2023年3月末現在

1 より良い商品・サービスの提供
2 コンプライアンスの徹底
3 人権の尊重
4 コミュニケーション
5 地域・社会への貢献
6 地球環境の保護
7 実効あるガバナンスの構築と徹底

T＆D保険グループCSR憲章

グループストラクチャー
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相互会社から株式会社に
組織変更し、
東京証券取引所
市場第一部に株式を上場

2003
（平成15）

2006
（平成１８）
本店を東京都港区に
移転

2004
（平成16）
T&D保険グループのグループ会社が
共同で持ち株会社
「T&Dホールディングス」を設立
（「T&Dホールディングス」は
東京・大阪証券取引所市場第一部に
株式を上場、当社は上場を廃止）

本店を東京市日本橋区に
移転

1930
（昭和５）

5年満期“ひまわり保険”発売

1968
（昭和43）

名古屋生命保険
株式会社として
愛知県名古屋市にて創立

1893
（明治26）

本店を東京市京橋区に移し、
太陽生命保険株式会社に
商号変更

1908
（明治41）

太陽生命保険相互会社
として再発足

1948
（昭和23）

財団法人ひまわり厚生財団
（現	公益財団法人
太陽生命厚生財団）設立

1984
（昭和59）

大同生命保険と全面的な
業務提携のための基本協定を締結。
グループ名を「T&D保険グループ」に決定

1999
（平成11）

当社は、1893年（明治26年）5月、名古屋生命保険株式会社として愛知県名古屋市で発足し、1908年
（明治41年）に本社を東京に移し、社名を太陽生命保険株式会社と改めました。以来、太陽生命は多く
の方々にご愛顧いただき、2023年（令和5年）5月に創業130周年を迎えました。

これからも、伝統を大切に守りつつ、日々変革を繰り返し、100歳時代を先取りした最優の商品・サー
ビスをご家庭にお届けする生命保険会社を目指して歩みを進めてまいります。

沿革 Company History
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2008
（平成20）
“保険組曲Best”発売

ご契約加入手続きの
ペーパーレス化・
キャッシュレス化を開始

2012
（平成24）

2018
（平成30）
太陽生命日本橋ビル竣工（東京都中央区）
“ひまわり認知症予防保険”発売

予防
認知症にならないための

への取り組みを
サポート
（※2）

平成30年10月版

ご契約年齢

20歳～75歳 10年・終身
終身76歳～85歳

保険期間
保険料払込期間

業界初！（※1）

（※１）状態継続日数の要件がなく、所定の認知症と診断
されたときに保険金を主契約でお支払いする生命
保険は業界初です。（2018年７月現在、当社調べ）

（※2）予防給付金を活用し、お客様が認知症の予防に取
り組むことをサポートさせていただきます。

保障
を準備

認知症になったときの

2016
（平成28）

本店を現在地
（東京都中央区）に移転

“ひまわり認知症治療保険”発売
“働けなくなったときの保険”発売

2019
（令和元）
インターネット完結型保険
“スマ保険”を開始

ミャンマーの生命保険会社に出資し、
海外関連会社「キャピタル・タイヨウ・
ライフ」として営業開始

2020
（令和2）
「株式会社太陽生命
	少子高齢社会研究所」	を設立
営業職員による非対面募集
「リモート申込」を導入

2021
（令和3）
“ガン・重大疾病予防保険”
発売
“出産保険”発売

2023
（令和5）
創業130周年
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代表取締役社長

日頃より、太陽生命をお引き立ていただき、誠に
ありがとうございます。
当社を支えていただいております皆様に心より感謝し、
厚く御礼申し上げます。

はじめに、新型コロナウイルス感染症により影響
を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

太陽生命は2023年5月に創業130周年を迎えました。
これまでも多くの社会・経済の変容やお客さまニーズ
の変化がありましたが、その度にお客さまと向き合い、
ご愛顧いただいたからこそ、130周年という大きな
節目を迎えることができたものと考えています。
心より御礼申し上げます。これからもお客さまの元気・
長生きを支える会社へさらなる成長を遂げてまいり
ます。

T
O

P
 

M
E

S
S

A
G

E

　2022年度の日本経済は、資源高や円安による物価上昇
の影響を受けつつも、新型コロナウイルス感染症抑制と経
済活動の両立が進むなかで個人消費が緩やかに増加する
など、景気は持ち直しの傾向にありました。
　金融市場につきましては、世界的なインフレ圧力の高ま
りを抑制するため、欧米での利上げが急速に進んだことに
より、海外金利は上昇しましたが、2023年3月の米国中
堅銀行の経営破綻を契機とする金融不安の広がり等もあ
り年度末には上昇幅を縮めました。また、国内金利につい
ても、2022年12月に日本銀行がイールドカーブ・コント
ロール政策を修正し、長期金利の許容変動幅を拡大した
ことにより、上昇しましたが、欧米での金融不安の広がり
を受けて、年度末には上昇幅を縮めました。こうしたなか、
国内株式は欧米の金融引き締めによる景気減速懸念が株
価への逆風となりましたが、同時に進行した円安や欧米対
比で緩和的な日本の金融政策等が下支えとなり、年度を
通じてはほぼ横ばいの動きとなりました。
　生命保険業界におきましては、新型コロナウイルス感染
症の拡大に伴う入院給付金等の支払い増加や内外金利差
の拡大に伴う為替ヘッジコストの上昇等、厳しい経営環境
となりましたが、コロナ禍を契機とした保障ニーズが底堅
く推移したほか、海外金利の上昇に伴う外貨建保険の販
売増等によって、新契約業績は前年度より増加しました。
　このような情勢のもと、当社はコアビジネスである「家

2022年度を振り返って

「最優の商品・サービス」　で、「お客さまの元気・長生きを支える」会社へ
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庭市場での死亡・医療・介護保障を中心とした総合生活保
障の商品提供」を中心に企業価値の向上に取り組みました。
　2022年度の当社決算は、ウィズコロナ時代に対応した
対面と非対面を融合した「ハイブリッド型営業」の推進や

「告知緩和型死亡保険」などの第一分野商品、「選択緩和
型先進医療保険」などの第三分野商品の販売が好調に推
移し、保障性新契約年換算保険料は前年比113.4％の218
億円となりました。また、コロナ禍を契機とした保障ニー
ズの高まりを受け「入院一時金保険」等の第三分野（医
療・介護・ガン等）商品の販売が好調であったこと等によ
り、保障性保有契約年換算保険料については前年比
102.2％の1,614億円となり、2021年度に続き2022年
度も上場以来の最高値を更新することができました。
　利益面では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う
入院給付金等の支払い増加や内外金利差の拡大に伴う為
替ヘッジコストの上昇等の影響を受け、2022年度の基礎
利益は212億円となりましたが、新型コロナウイルス感染
症について、入院給付金等の支払い減少を見込んでいる
ことから、2023年度の収益は向上する見通しです。
　また、保険会社の健全性を示す指標の1つであるソルベ
ンシー・マージン比率は2023年3月末時点で580.9％と
お客さまに十分ご安心いただける水準を維持しています。

　2022年度に取り組んだ具体的な諸施策については以下
のとおりです。

＜商品の充実＞
　当社は、社会的課題である認知症と前向きに向き合い、
老後を安心してお送りいただくための商品として、予防 
保険シリーズを展開し「ひまわり認知症予防保険」等を 
販売しています。認知症関連商品の販売件数は2023年4月
末時点で90万件を超えるなど、シニアのお客さまを中心
に広くご支持をいただいています。また、2022年5月に
は、若年層や責任世代において死因占率の高い災害死亡

（不慮の事故または所定の感染症などによる死亡）時に上
乗せした死亡保障を準備できる「事故割増死亡保険」、健
康状態に不安のあるお客さまに向けて、簡単な告知でお申
込みいただける「告知緩和型死亡保険」および「選択緩
和型先進医療保険」を発売しました。加えて、すでに選択
緩和型保険にご加入いただいているお客さまの契約を新た
な契約へと見直しすることができるようになり、より充実
した保障をお持ちいただくことが可能となりました。
　2022年11月には、インターネット完結型保険（スマ保
険）および「リモート申込」において、契約者と被保険者
が異なる取扱いを可能とする「子供医療保険」を発売し

ました。これにより、非対面で、契約者本人の保障だけで
なく、12歳以下のお子さまの保障も準備ができるように
なりました。また、一生涯にわたって相続や葬儀費用など
に備えたいというお客さまの声にお応えして、「終身死亡
保険」を発売しました。

＜営業力の向上＞
　ウィズコロナ時代に対応した営業活動を推進するために、
テレビCMやインターネット広告等のプロモーションを 
経由した情報を活用し、対面・非対面を融合した「ハイブ
リッド型営業」を展開しています。
　営業職員の提案活動においては、携行する携帯端末 

「太陽生命コンシェルジュ」の導入により、お客さまのご要望
を伺いながらその場で最適なプランをご提案するコンサル
ティング機能や契約から領収までの完全ペーパーレス化
等、最新のITを駆使した機能を充実させることで、生命保
険募集のあり方を変え、営業の生産性向上を図っています。
　また、教育面においては、全支社に大型モニターを設
置し、本社営業部の講師による「オンライン研修」を行っ
ています。携帯端末「太陽生命コンシェルジュ」の活用を
中心とした「朝礼時研修」「一般課程研修」、「入社後 
の新人教育制度（販売基本プログラム Progress）」等の 
研修をオンラインで実施することにより、「教育の均質
化・営業力の標準化」を図っています。
　事業の拡大としては、お客さまサービス向上を目的に市場
規模等の良好な地域への新規出店を推進し2022年7月には
流山営業所、同年12月には加古川営業所を開設しています。
2022年9月には、急速に進化するデジタルの時代に対応で
きるよう、デジタル上でのビジネスマナーやデジタルを活
用したアプローチ手法等の習得により顧客対応の質を向上
させるための教育を全営業職員対象に開始しました。
　また、金融機関代理店を通じた販売強化については、 
より多くのお客さまにご提供できるよう取扱代理店の拡充に
取り組み、2022年度には新たに4金融機関と募集代理店
委託契約締結を決定しました。
　今後もお客さまのさまざまなニーズを踏まえ、商品ライン
アップの拡充や簡単・便利にご加入いただける仕組みへ
の改善を図ってまいります。

＜サービスの向上＞
　ご加入時からご契約期間中、お支払い時に至るまで、
長期間にわたりお客さまに信頼され、安心いただけるサー
ビスをお届けするため、さまざまな改革・改善に継続的に
取り組んでいます。
　ご加入時には、シニアのお客さまの誤認防止等のために

「最優の商品・サービス」　で、「お客さまの元気・長生きを支える」会社へ

T O P  M E S S A G E
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「ご家族同席」を積極的に推進することに加えて、携帯端
末「太陽生命コンシェルジュ」のテレビ電話機能を活用し、
本社担当者が直接、契約意向、申込内容等を再確認する

「シニア安心サポートデスク」を実施しています。また、認
知症や入院等によりお客さまご本人とコミュニケーションや
連絡が困難となった場合等に備え、あらかじめご家族の連
絡先をご登録いただく「ご家族登録制度」を導入しています。
　お客さま専用インターネットサービス「太陽生命マイ
ページ」では、「住所変更等の保全手続き」、「貸付等の
資金利用」、「入院給付金等の請求手続き」等がご来社い
ただかなくても、どこからでもお手続きが可能であり、

「各種手続き」や「給付金等のお支払い」がインターネッ
トで完結できるようになっています。2021年10月には

「太陽生命マイページ」を国内主要生保初となる被保険
者さまも利用できるように拡大し、ご契約者さまと被保
険者さまが異なる場合でも、マイページ上で給付金のご
請求手続きを行うことが可能となりました。

　2022年4月には、「太陽生命マイページ」の新たな
サービスとして、ご契約者さまはもちろん、被保険者さ
まおよび登録いただいたご家族さまも契約内容の詳細を
確認できる「Web保険証券ーデジタル証書ー」の取扱い
を開始し、2023年3月までに累計申込件数が8万件を突
破しています。
　2023年2月には「口座申込・口座変更」のお手続きも
可能とし、2022年度末の太陽生命マイページ会員数は
2021年度末の68.3万人から53.7万人増加し122.0万人
となりました。
　なお、「太陽生命マイページ」「マイページ給付請求手
続き」は、一般社団法人ユニバーサルコミュニケーショ
ンデザイン協会（UCDA）が優れたコミュニケーション
デザインを表彰する「UCDAアワード2022」にて「ア
ナザーボイス賞（生活者による評価が高い対象物に与え
られる賞）」を受賞しました。

　当社は、2016年6月より、「人生100歳時代」を見据
え、「健康寿命の延伸」すなわち“元気に長生きする”とい
う社会的課題に応えるため、「太陽の元気プロジェクト」
を開始しています。「従業員」が元気になり、「お客さま」
に元気になっていただき、そして「社会」の元気に貢献
するためのさまざまな施策を推進しています。
　また、「太陽の元気プロジェクト」の推進等を通じ、
SDGsが目指す「持続可能な社会の実現」に貢献してま
いります。

＜従業員を“元気”にする＞
　従業員が長く「元気」に働ける取り組みとして、総労働
時間の縮減や有給休暇の取得促進、各種制度の充実（65
歳定年制度および最長70歳まで働ける継続雇用制度の 
導入等）に取り組んでいます。
　男性従業員の育児休業の取得期間を原則1ヵ月以上（育
児休業の分割取得制度の導入）とするほか、介護やがん
治療をしながら働き続けることができる週3日、週4日勤
務という勤務制度や時間単位の通院休暇制度を導入する
など、両立支援制度のさらなる充実を図っています。

＜お客さまの“元気”をサポートする＞
　お客さまの「元気」をサポートする取り組みとして、認知
症予防サービスや疾病予防サービスのご案内を行っています。
　認知症予防サービスとしては、簡単な血液検査でMCI

（軽度認知障害）のリスクを判定する「MCIスクリーニン

グ検査プラス」をご案内しています。また、疾病予防
サービスとしては、「アミノインデックス®リスクス 
クリーニング」や子宮頸がんの原因とされる高リスク型
HPVの感染有無を自宅で簡単に調べることができる 

「子宮頸がんHPV検査パピックス」のご案内を開始しま
した。
　さらに、毎日の歩数や睡眠時間から予防できる可能性
のある病気・病態や健康増進に向けたアドバイスをお知
らせする機能のある「太陽生命の健康増進アプリ」の提
供を行っています。

＜社会の“元気”に貢献する＞
　社会の「元気」に貢献する取り組みとして、当社が保有
するデータの活用による医療の進歩に貢献するような取り
組みや、「元気・健康」に取り組んでいる企業・団体等を
応援しています。地域住民の健康を支える「かかりつけ
医」の活躍を表彰する日本医師会等主催の「赤ひげ大賞」
への協賛、全国の認知症関連セミナーへの協賛、疾病予
防・健康増進に効果のある「クアオルト健康ウオーキング」
の導入を進めている地方自治体の支援等を行っています。
　2020年4月に設立した「株式会社太陽生命少子高齢
社会研究所」は、「健康寿命の延伸」という社会的課題
に貢献すべく、主に「疾病の予防・早期発見・早期治療」
の観点から、学術機関と共同研究等に取り組んでいます。
また、その成果の公表により社会貢献を図るとともに、
成果等をお客さまの元気・長生きにより役立つ商品・サー

太陽の元気プロジェクト
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代表取締役社長

2023年7月

T O P  M E S S A G E

　新型コロナウイルス感染症拡大など、不透明な外部 
環境をふまえ、2022年度より中期経営計画を廃止し、
環境変化への適性が高く、自由度の高い経営を実現でき
る単年度の経営計画を策定しています。
　2023年度の経営計画においては、「最優のサービスで
お客さまの元気・長生きを支える会社」となるため、
DX活用による「お客さまへのアプローチ機会の拡大」

「ハイブリッド型営業」「太陽生命マイページ機能強化」

を通じて、企業価値増大に取り組んでまいります。
　当社は創業以来、お客さまのさまざまなニーズにお応
えし、多くのお客さまに安心をお届けしてきました。
2023年度においても、生産性の向上やお客さま接点の
さらなる強化、お客さまサービス向上を推進するための
投資、また人材育成や脱炭素社会実現への貢献を目的と
した投資を実施することで、サステナブルな成長を目指
してまいります。

2023年度経営計画

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、これまでの
常識、生活様式等私たちを取り巻く環境が大きく変わり、
デジタル化の加速や人々の行動変容によって、社会、企
業にも変化が促されています。私たち太陽生命において
も、ビジネスモデルを見直すなど、営業の在り方を大き
く変化させてきました。今後もDX推進を通じ、新しい
時代の変化に対応できる生命保険会社として、安心をお
届けしてまいります。また、「病気の予防をサポートし、
お客さまの健康増進のお役に立つ」ための取り組みを推
進することで、誰もが元気に長生きできる明るい長寿社
会の実現に向け、最優の保険商品・サービスを提供する

ことを目指してまいります。
　そして、当社は、生命保険各社が引き続きお客さま一人
ひとりに真摯に向き合い社会的使命を果たし続けることを
後押しするために、生命保険協会が取りまとめた「営業職
員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢のさらな
る高度化に係る着眼点」をふまえて、体制整備状況を確
認するとともに、さらなる高度化に向けた取り組みを推進
してまいります。
　引き続き皆様方のご支援とご愛顧をよろしくお願い申
し上げます。

おわりに

ビスの開発につなげてまいります。
　また、気候変動の緩和と適応への対応として、脱炭素
等の取り組み等を行っています。グループ共通CO2排出
量削減目標である自社排出について、2025年度までに
2013年度比40％削減、2050年度までにネットゼロに
向け、電力使用量の削減や再生可能エネルギーへの切り
替えを順次実施してまいります。さらに機関投資家とし
て、投融資先のCO2排出量もネットゼロの対象とし、グ
ループ共通の目標である2030年度までに2020年度比

で40％削減の中間目標達成に向け、対話を通じて投融資
先企業のCO2排出量削減を促進してまいります。
　さらに地域・社会・環境への貢献として、「太陽生命の
森林」を設置し、社員等ボランティアによる森林保全活
動を実施しています。2022年9月には、生物多様性の損
失を食い止め回復させるために、2030年までに陸と海
の30％以上を健全な生態系として保全しようとする世界
的な目標の達成に向けて、環境省が主導する「生物多様
性のための30by30アライアンス」に参画しました。
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　T&D保険グループは、グループが長期的に目指す姿とその到達に向けた戦略方針を示す、グループ長期ビジョン
「Try & Discover 2025」を策定しております。グループ共通の価値観を醸成し、ビジョンに沿った成長戦略
を実践することで、持続的な成長を実現してまいります。

T&D保険グループ長期ビジョン
「Try & Discover 2025」～すべてのステークホルダーのしあわせのために～

2 主要経営指標（グループKPI）

財務KPI

修正利益（※1） 2025年度 ： 1,300億円
修正ROE（※2） 2025年度 ： 8.0%
新契約価値 2025年度 ： 2,000億円
ROEV（※3） 中長期的に年7.5%を超える安定的・持続的な成長

非財務KPI
お客さま満足度 2020年度水準以上
従業員満足度 2020年度水準以上
CO2排出量 2025年度までに2013年度比40%削減

※1：当期純利益±資産・負債の会計処理のアンマッチ等による評価性損益+負債性内部留保の超過繰入額
※2：修正利益／（（前年度末純資産＋当年度末純資産）／2）
※3：EV増減額／（（前年度末EV＋当年度末EV）／2）

4 株主還元方針

株主還元

①期間利益からの還元
　●現金配当…修正DOE（※4）4％程度を目安として安定的・持続的に増配　
　●自己株式取得…EPS向上に向け継続的に実施
　⇒総還元性向：グループ修正利益の50～60％
②資本水準を踏まえた追加還元
　⇒ESRが恒常的に225％を超過する場合に検討

※4：配当金総額／株主資本

3 グループ成長戦略　5つの重点テーマ

Ⅰ コアビジネスの強化 ・ 国内生保事業を営む生命保険会社3社は、それぞれの特化市場でトップブランド
の構築を目指す

Ⅱ 事業ポートフォリオの
多様化・最適化 ・クローズドブック事業等の既存投資領域の一層の発展と新領域の開拓

Ⅲ 資本マネジメントの進化 ・新たな資本マネジメント・リスクマネジメントによる資本効率性の向上

Ⅳ グループ一体経営の推進 ・生保・損保・アセマネ等の事業の垣根を越えた新たなシナジー効果の追求

Ⅴ SDGs経営と価値創造 ・ 経済的価値と社会的価値の双方を創出する「共有価値の創造」により持続可能
な社会に貢献

1 全体概要

名称 ●グループ長期ビジョン 「Try & Discover 2025」
　～ すべてのステークホルダーのしあわせのために ～

計画期間 ●2021年4月～2026年3月（5年間）

経営ビジョン ●保険を通じて、“ひとり”から、世の中のしあわせをつくる。
　ていねいに向き合い、大胆に変えるグループへ。

成長ストーリー

●新たな「グループKPI」の設定により、資本効率を伴った成長ストーリーを推進
　　①ROE視点での国内生保事業の筋肉質化（特化戦略の“深化”）
　　②高ROEかつ成長性のある新規領域への積極的な投資（成長領域の“探索”）
　　③グループシナジーの追求による新たなグループ経営のステージへの飛躍
➡ 利益拡大による資本効率の向上を実現し、バリュエーションを改善

経 営 戦 略
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　当社は、2023年5月に創業130周年を迎えます。創業以来、自然災害の発生や感染症の流行、バブル崩壊や
リーマン・ショック等、さまざまな困難を乗り越えてきました。これからも、伝統を大切に守りつつ、日々変革
を繰り返し、最優の商品・サービスをご家庭にお届けする生命保険会社を目指してまいります。

　2023年度の経営計画においては、「最優の商品・サービスで、お客さまの元気・長生きを支える会社」を経
営方針に掲げております。あらゆる分野でDXを推進し、「お客様へのアプローチ機会の拡大」、「ハイブリッド型
営業の推進」、「太陽生命マイページ機能強化」などに取り組み、より多くのお客様の「元気・長生き」を支えて
まいります。

太陽生命2023年度経営計画

経営方針 最優の商品・サービスで、お客さまの元気・長生きを支える会社
～DX活用による顧客とのアプローチ機会の拡大を通じた、顧客数の拡大・収益の向上～

訴求力の高い商品提供 生存保障の充実

経
営
戦
略

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
す
る
取
組
み

経
営
管
理
体
制
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2023年度取組みの全体像

お客さまの元気・長生きを支える会社に

太陽の元気プロジェクト（サステナビリティ経営の推進）

営業戦略

資産運用の高度化による運用収益の向上
◦クレジット投融資およびオルタナティブ投資の拡大、為替ヘッジコストマネジメントなど

お客さまサービスの向上・利用促進
◦マイページの機能強化・活用推進、新顧客情報DBを活用した商品・サービス案内の最適化など

資産運用戦略

サービス戦略

営業職員
▶ハイブリッド型営業の推進
▶標準活動の徹底
▶緩和型商品の充実および販売推進
▶既契約に対するSMSのさらなる

活用
▶支部長報酬改定を活用した支部組

織の増加による陣容の拡大
▶新規出店

ダイレクト
▶効率的な広告投資による情報数

の拡大（地上波キー局の拡大）
▶ネット代理店の新規開拓
▶リモート募集の拡大

代理店
▶国内金利を見据えた商品入替と

業績（収保）の拡大
▶長生きMy介護の導入行拡大
▶DX活用による効率的な営業推

進および介護保障教育の充実

法人営業
▶金融機関、大型団体の攻略による

保有の拡大
▶第三分野商品による新規開拓、親

密先深耕開拓の推進
▶募集のシステム化と新たな契約管

理システムの構築

マーケットの拡大・顧客接点のさらなる強化

DX戦略 「次世代営業端末の開発」・「AI活用」・「業務改革」など

ERM、ガバナンス態勢、資本マネジメントなど女性活躍推進、計画的な人員配置など

『営業職員チャネルのコンプライアンス・リスク管理態勢の更なる高度化にかかる着眼点』をふまえた顧客本位の業務運営

組織・人事戦略 経営基盤戦略



太陽の元気プロジェクト

受賞内容 受賞時期 運営主体 内容

「UCDAアワード2022」において、「アナザーボイス賞」を受賞 2022年11月 一般社団法人ユニバーサル
コミュニケーションデザイン協会（UCDA） 「お客様視点」であらゆる面を見直してきた当社の一連の取組みが評価されたもの

2022年度版「健康スコアリングレポート」で4年連続上位100位以内にランクイン 2022年11月 日本健康会議・経済産業省 当社健康保険組合の予防・健康づくりの取組状況が評価されたもの

「健康経営優良法人（ホワイト500）」に7年連続で認定 2023年3月 日本健康会議・経済産業省・厚生労働省 当社の元気プロジェクトの取組みが評価され、優良な健康経営の実践企業として認定
を受けたもの
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SDGs（持続可能な開発目標）への貢献
　太陽生命は、1893年（明治26年）の創業以来、いつの時代もご家庭に寄り添う生命保険会社として事業
を展開してまいりました。
　そして、人生100歳時代を迎えたいま、太陽生命は「元気、長生き」を応援する全社横断的プロジェクト

『太陽の元気プロジェクト』を推進しています（⇒16ページ）。
　すべての人の健康と福祉の充実に寄与する商品・サービスの提供など、「CSR」「ESG」などの概念を 
ふまえたさまざまな行動を通じて、「SDGs」が目指す「持続可能な社会の実現」に貢献してまいります。

▪ DX活用によるハイブリッ
ド型営業の推進

▪ お客様の元気に資する商
品・サービス開発

▪ 顧客サービス基盤の充実・
活用

▪  元気・長生き・シニアを
応援する企業ブランドイ
メージの定着

▪  脱炭素社会実現に向けた
取組み

▪  持続可能な社会実現に向
けた資産運用

▪ 社会貢献活動
▪  環境に配慮した不動産投

資の推進

当社のさまざまな取組みが外部機関から高い評価をいただきました。

外部機関からの評価

「元気のサイクル」

▪ 人材投資の充実
▪ 健康経営の推進
▪ ワークライフバランスの充実
▪ ダイバーシティ・インクルージョン推進
▪ 新たなワークスタイルへの対応

＜取組テーマ＞ ＜主な取組み＞

～2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

元気
プロジェクト

スタート

▪ 時間単位の通院休暇の導入
▪ 従業員のAIRS®受診

▪ 在宅・サテライト勤務制度の導入
▪ 社内完全禁煙の達成

▪ 65歳定年制度の導入
▪ 育児参加のための休暇制度の導入

▪ 介護休業・介護休暇制度の充実

▪  告知緩和型死亡保険
選択緩和型先進医療保険
事故割増死亡保険の発売

▪ ガン・重大疾病予防保険の発売
▪ 感染症プラス入院一時金保険の発売

▪ 認知症予防キャッシュバックサービスの提供
▪ 認知症予防保険の発売

▪ シニア訪問サービスの充実（ヤマト運輸との連携）
▪ 認知症予防アプリの提供

経 営 戦 略

従
業
員
を
元
気
に

お
客
様
を
元
気
に

社
会
を
元
気
に

▪  30by30アライアンス
への参画

▪   カーボンニュートラルへの
取組み推進

▪ 高齢者住宅の開設
▪ 少子高齢社会研究所の創設

▪ 認知症セミナー・認知症関連学会への協賛
▪ 「日本医師会 赤ひげ大賞」への協賛

▪ ESGをテーマとした投融資実施

社　会

従業員

お客様
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受賞内容 受賞時期 運営主体 内容

「UCDAアワード2022」において、「アナザーボイス賞」を受賞 2022年11月 一般社団法人ユニバーサル
コミュニケーションデザイン協会（UCDA） 「お客様視点」であらゆる面を見直してきた当社の一連の取組みが評価されたもの

2022年度版「健康スコアリングレポート」で4年連続上位100位以内にランクイン 2022年11月 日本健康会議・経済産業省 当社健康保険組合の予防・健康づくりの取組状況が評価されたもの

「健康経営優良法人（ホワイト500）」に7年連続で認定 2023年3月 日本健康会議・経済産業省・厚生労働省 当社の元気プロジェクトの取組みが評価され、優良な健康経営の実践企業として認定
を受けたもの

当社のさまざまな取組みが外部機関から高い評価をいただきました。

持
続
可
能
な
社
会
の
実
現

質の高い教育を
みんなに

ジェンダー平等
を実現しよう

ジェンダー平等
を実現しよう

働きがいも
経済成長も

人や国の不平等
をなくそう

CSR（企業の社会的責任） SDGs（持続可能な開発目標）

貧困を
なくそう

すべての人に
健康と福祉を

産業と技術革新の
基盤をつくろう

当社のCSR重点テーマ

すべての人が活躍できる
働く場づくり

気候変動の緩和と
適応への貢献

投資を通じた持続可能な
社会への貢献

働きがいも
経済成長も

飢餓をゼロに すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育を
みんなに

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

気候変動に
具体的な対策を

陸の豊かさも
守ろう

パートナーシップで
目標を達成しよう

　SDGs（エスディージーズ）は、2015年9月に「国連持続
可能な開発サミット」 で採択された「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals）です。
　2030年までに達成を目指す国際目標のことで、持続可能な
世界を実現するための17の目標と169のターゲットで構成され
ています。

すべての人の
健康で豊かな
くらしの実現

すべての人に
健康と福祉を

お客様が元気になる。社会が元気になる。
そのために、まず従業員が元気になる。

そして、大きな元気のサイクルを世の中に生み出していく。
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保障性新契約年換算保険料

218億円 1,614億円

　保障性新契約年換算保険料（個人保険・個人年金
保険）は、前年比113.4％の218億円となりました。

　保障性保有契約年換算保険料は、前年比102.2％
の1,614億円となりました。

保障性保有契約年換算保険料

団体保険・団体年金保険

（億円）
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保障性年換算保険料（当社独自の指標）とは、年換算保険料のうち主に貯蓄系商品を除いた保障部分の合計です。
保障性年換算保険料の伸展が「EVの伸展」に大きく寄与するため、当社では保障性年換算保険料を契約業績の中で重
視する指標としています。

　2022年度の団体保険の保有契約高は前年比100.4％の9兆5,968億円となりました。また団体年金保険の保
有契約高は前年比107.9％の9,295億円となりました。

●団体保険・団体年金保険保有契約高の推移

契約業績

（単位：億円）

2019年度末 2020年度末 2021年度末
2022年度末

前年比

団体保険 98,751 98,995 95,575 95,968 100.4%

団体年金保険 8,993 8,863 8,614 9,295 107.9%

経 営 戦 略
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順ざやの状況
　当社は、2021年度決算に引き続き、420億円（前年比78億円増）の「順ざや」となっています。

市場整合的エンベディッド・バリュー
　 当 社 で は、MCEV 原 則（The European Insurance CFO Forum Market Consistent Embedded 
Value Principles©1）に基づいた市場整合的エンベディッド・バリュー（以下、MCEV）を開示しています。

（1 Copyright ⓒ Stichting CFO Forum Foundation 2008） （単位：億円）

2022年3月末 2023年3月末 前年差
MCEV 11,345 10,842 △503

修正純資産 6,710 5,033 △1,676
保有契約価値 4,635 5,808 1,173

新契約価値 575 493 △81
（※）エンベディッド・バリューとは、生命保険会社が現在保有する保険契約と総資産に基づき、将来に見込まれる利益の現在価値などから計算さ

れる会社の経済的価値であり、貸借対照表などから計算される「修正純資産」と保有契約に基づき計算される「保有契約価値」からなります。

6,433億円
保険料等収入
　2022年度の保険料等収入は前年比107.6%の6,433億円となりました。

481億円
経常利益
　基礎利益にキャピタル損益、臨時損益を加えた2022年度の経常利益は、
481億円となりました。

268億円
当期純利益
　2022年度の当期純利益は268億円となりました。

212億円※  基礎利益とは、保険関係の収支と利息や配当金等の収入を中心とした運用関係の収支からな
る生命保険会社の本業の収益を示す指標の一つです。

基礎利益
　2022年度の基礎利益は前年比45.9％の212億円となりました。

●収益状況の推移
（単位：億円）

2019年度 2020年度 2021年度
2022年度

前年比

保険料等収入 5,936 6,197 5,981 6,433 107.6%

経常利益（△は経常損失） 367 316 △866 481 ―

当期純利益（△は当期純損失） 158 102 △741 268 ―

収益状況・健全性

※2022年度より基礎利益の算出方法が変更になっています。前年比は、2021年度決算を変更後の基準で再計算し算出しています。
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AA－

格付投資情報センター
（R&I）

AA
日本格付研究所
（JCR）

A
スタンダード＆プアーズ

（S&P）

保険金支払能力は極めて高く、優れ
た要素がある。

債務履行の確実性は非常に高い。 保険会社が保険契約債務を履行する
能力は高いが、上位2つの格付け
(AAA,AA)に比べ、事業環境が悪化し
た場合、その影響をやや受けやすい。

ソルベンシー・マージン比率

格付け

580.9%

　2022年度末のソルベンシー・マージン比率は580.9％（前年比153.3
ポイント減）となり、引き続き十分な保険金等の支払余力を有しています。

　生命保険会社は将来の保険金などの支払いに備えて責任準備金を積み立
てていますので、通常予測できる範囲のリスクについては十分対応できます。
しかし、大地震や株価の大暴落等通常の予測を超えるリスクが発生するこ
とがあります。ソルベンシー・マージン比率とは、そのリスクに対応でき
る「支払余力」を有しているかを判断するための行政監督上の指標の一つ
です。

　財務内容の健全性や、堅固な営業基盤、収益力向上に対する取組みなどが評価され、日米の格付機関から高い
評価を得ています。
　保険会社の格付けは、独立した第三者機関である格付機関が、保険会社の保険金支払能力等に対する確実性を
さまざまな情報から判断・決定し、アルファベットなどの記号でわかりやすく表したものです。

(※) 1. 標記の格付けはすべて、当社が正式に格付機関に評価依頼し取得したものです。
 2.   格付けは、保険会社の保険金支払に対する確実性を表した格付機関の意見であり、保険金支払などについて保証を行うものではありま

せん。
 3.   格付けは、格付機関による見直し時点の情報に基づいたものであり、将来的に変更される可能性があります。 
 4.   格付機関ごとに格付けの定義は異なります。R&Iは「保険金支払能力」、JCRは「保険金支払能力格付」、S&Pは「保険財務力格付け」

です。

（2023年2月14日現在）

経 営 戦 略
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本格的な超高齢社会、「人生100歳時代」

の到来に向け、「健康寿命の延伸」すな

わち“健康で元気に長生きする”という

社会的課題にこたえるために、2016

年6月より、「従業員」「お客様」「社会」

のすべてを元気にする取組み、「太陽の

元気プロジェクト」を推進しています。

 太陽の元気宣言 

 お客様の“元気”をサポートします。
　・お客様の健康寿命の延伸をサポートするサービスを提供します。
　・  お客様の元気をサポートするために、従業員のサービス力を高めます。

 従業員を“元気”にします。
　・  従業員の健康増進を図り、一人ひとりがいきいきと働くことができる元気な職場を作

ります。
　・  元気な職場で生まれる活発なコミュニケーションによって、新商品や新サービス等の

新たな価値を創造します。

 社会の“元気”に貢献します。
　・当社が保有するデータの活用によって、医療の進歩に貢献します。
　・「元気・健康」に取り組んでいる企業・団体等を応援します。
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⃝「健康スコアリングレポート」に4年連続上位100位以内にランクイン
　日本健康会議、厚生労働省、経済産業省が実施する2022年度版（2021年度実績分）「健康スコアリングレポート」
の予防・健康づくりに関する取組み状況において、4年連続上位100位以内にランクインしました。

⃝人事制度の刷新
　2020年4月に、65歳定年制度を確実に運用し、これまで以上に若手からシニアまで、年齢に関わらず能力を発
揮し、管理職として活躍できる環境を構築するため、評価基準をより明確に刷新するとともに、より成果に応じた
処遇を実現する人事制度を導入しました。

⃝最長70歳まで働ける雇用制度の導入
　「お客様」や「社会」を元気にするためには、「従業員」が高い意欲を持って長く元気に働ける環境を構築するこ
とが欠かせません。2017年4月、業界に先がけて65歳定年制度および最長70歳まで働ける継続雇用制度を導入し
ました。

⃝クアオルト健康ウオーキングを活用した従業員の健康づくり
　疾病予防・健康増進に効果のある「クアオルト健康ウオー
キング」を活用した従業員の健康づくりを推進しています。

「クアオルト健康ウオーキング体験ツアー」を定期的に実施
するなど、健康に対する意識を高める機会を設けています。

⃝両立支援制度の充実
　介護や傷病と仕事との両立支援について、従来の「介護や治療に専念して休む」
制度に加え、2020年4月より、介護や治療をしながら働き続けることのできる

「週3日・週4日勤務」という勤務制度を導入し、通院休暇の適用範囲に「がん治
療」を追加しました。また2021年1月より看護休暇・介護休暇について、2022
年4月より通院休暇について、時間単位（10分単位）での取得を可能としました。
さらに、就労と育児の両立支援として、短時間勤務制度の拡充や、育児参加のた
めの休暇（特別休暇）の付与日数拡大による、男性育児休業1ヵ月間取得を推進
しています。

⃝予防検査を活用した従業員の健康増進サポート
　「MCIスクリーニング検査プラス」および「アミノインデックス®リスクスクリーニング」を従業員の福利厚生制
度の一つとして導入しています。疾病予防・健康増進に向けた取組みを一層強化することで、従業員が安心して長
く元気に働くことができるさらなる職場環境の構築を図っています。

従業員を元気に

経 営 戦 略
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⃝マイページを活用したサービスの拡充
　お客さま専用インターネットサービス「太陽生命マイページ」に
おいて、2022年10月に死亡保険金受取人の変更手続き、2023年
2月に保険料口座振替のお申込手続き、そして、同年5月に電子バー
コードによりコンビニエンスストアで第2回目以降保険料をお払込
みいただくことが可能となりました。これからも、お客様の利便性
の向上を図ってまいります。

⃝非対面募集（スマ保険）
　2019年10月よりインターネットで保険申し込みが完結できる

「スマ保険」を開始するとともに、2021年1月には非対面でお客様
にご提案・お申込手続きを完結できる「リモート申込」を導入する
等、お客様のニーズに応じて対面・非対面を融合した保険加入ス
キームを提供しています。

⃝お客様対応力の向上
　2016年度より、シニアのお客様や障がいをお持ちのお客様への対応力を高めて
いくために、本社および全国の支社において、認知症サポーター養成講座やユニ
バーサルマナー検定の受講を実施しています。2018年度からは、全国キャラバン・
メイト連絡協議会と連携し、「認知症サポーター養成講座」の講師役となる「企業
内キャラバン・メイト」の育成・登録を行っています。

⃝「太陽生命の健康増進アプリ」の提供
　2021年3月より、「アプリで楽しく健康づくり」をコンセプトに、「認知症予防アプリ」
をリニューアルした「太陽生命の健康増進アプリ」を提供しています。本アプリは、毎日の
歩数や睡眠時間から、予防できる可能性のある病気・病態や健康増進に向けたアドバイスを
お知らせする機能があり、お客様はご自身の健康状況を確認することができます。

⃝認知症・疾病予防サービスの提供
　太陽生命は、保険商品のご提供を通じて、お客様に

「安心」をお届けするだけではなく、認知症等疾病の
早期発見・早期予防や、健康増進に関するサービスを
案内しております。血液検査でMCI（軽度認知障害）
のリスクを判定する「MCIスクリーニング検査プラス」をはじめ、「アミノインデックス®リスクスクリーニング」

「子宮頸がんHPV検査パピックス」などがあります。

　また、京王観光株式会社が提供する疾病予防・健康増進に効果のある「クアオルト健康ウオーキング体験ツ
アー」をご案内しています。

お客様を元気に
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⃝株式会社太陽生命少子高齢社会研究所の設立
　2020年4月に、「健康寿命の延伸」という社会的課題の解決への取組みを一層強化すべく、「株式会社太陽生命少子
高齢社会研究所」を設立しました。研究所では、「少子化対策」・「健康寿命の延伸」といった観点から、中長期的な視
点で調査・研究を行いその成果を広く社外へ公表することで社会貢献を図っています。また、研究の成果や、新たに
発掘した技術・サービスを保険商品・サービス開発等へつなげていきます。

⃝スポーツ協賛を通じた青少年の育成、女性応援等
　スポーツ協賛を通じた青少年の育成と各スポーツの普及を目的に「太陽生命U9ジャパンカップ」「アイスホッケー
教室」「太陽生命カップ全国中学生ラグビーフットボール大会」「全国U18女子セブンズラグビーフットボール大会」

「太陽生命 JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2022」等に協賛しています。また、スポーツを通じ活躍す
る女性を応援することを目的に、アイスホッケー女子日本代表、ラグビー女子日本代表へ協賛しています。さらに、
健康寿命の延伸という社会的課題への取組みとして、JLPGAレジェンズツアー「太陽生命　元気・長生きカップ」
を開催し、女子シニアゴルフへ協賛しています。

⃝自治体との「健康づくりに関する連携協定書」を締結
　2020年2月に岐阜県岐阜市、2021年1月に岐阜県関市と「健康づくりに関する連携協定書」を締結し、同市の
取組みと連携することで、地域社会の健康づくりに貢献しています。また2016年には、山形県上山市との「上山
型温泉クアオルト（健康保養地）活用包括的連携に関する協定書」を締結しています。

⃝全国各地での「認知症セミナー」への協賛
　2016年度より、全国各地で開催されたテレビ局や新聞社が主催する認知症セ
ミナーに協賛しています。同セミナーでは、認知症専門医による基調講演、認知
症に携わるさまざまな立場の方々が参加するパネルディスカッションや健康を
テーマにした落語、かかりつけ医の先生を対象とした認知症予防セミナーなどを
実施しています。

⃝「日本医師会　赤ひげ大賞」協賛を通じた地域医療への貢献
　2017年度より、「日本医師会　赤ひげ大賞」に特別協賛しています。赤ひげ大賞では、全国の都道府県医師会が推
薦する「地域住民の健康を支えている医師」、「離島や過疎地域での活動など地域の
現場医療に貢献した医師」を表彰しています。また、日本医師会作成の「救急カー
ド」に協賛し、救急医療に関する啓蒙活動に貢献しました。

⃝「太陽生命クアオルト健康ウオーキングアワード」の実施
　2016年度より、疾病予防・健康増進に効果のある「クアオルト健康ウオーキ
ング」を全国に普及させることを目的として、「太陽生命クアオルト健康ウオー
キングアワード」を実施しています。本アワードでは、地域住民の健康寿命の延
伸に向け、「クアオルト健康ウオーキング」の導入を目指す自治体を公募し、受
賞自治体におけるウオーキングコース整備・専門ガイド育成を支援しています。

社会を元気に

⃝認知症を題材にした映画への協賛
　当社は、2022年度より認知症の方やご家族を支援する社会を実現し、認知症
という社会的課題を幅広い世代へ向けて周知するため、認知症を題材とした映画
に協賛しています。
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「シニアのお客様に最もやさしい生命保険会社」を目指して
～ベストシニアサービス（BSS：Best Senior Service）の取組み～
　当社は、2014年度より、「シニアのお客様に最もやさしい生命保険会社になる」
ことを目指して「ベストシニアサービス（BSS）」をスタートしました。
　BSSの取組みに際しては、シニアのお客様の利便性向上に向け、サービス・商品・
制度・帳票・ホスピタリティ等あらゆる面を「シニアのお客様視点」で見直し、改
革・改善に取り組んでまいりました。
　BSSの取組みを推進し、シニアのお客様に業界最高水準のサービス・商品をお届
けすることで、シニアのお客様はもとより、若い世代のお客様にも「太陽生命なら
将来にわたりずっと安心できる」と信頼いただける保険会社を目指してまいります。

⃝シニアのお客様への確認活動の実施
　シニアのお客様を対象として、営業職員等によるご契約内容の確認やご請求漏れ等の確認活動を年１回以上実施しています。
　また、近隣に当社の支社・営業所がないお客様については、宅配業者から給付請求用の小冊子を直接配布し、その後当社から
のお電話による確認活動を実施しています。

⃝ご契約時やご継続時の安心に向けた取組み
　シニアのお客様の契約締結時には、ご家族の同席を積極的に推進するとともに、営業職員が携帯している端末のテレビ電話機
能を活用して、本社担当者が契約意向の再確認や告知事項の再確認（一部商品）を行っています。
　また、大規模災害の発生時など、万一ご契約者様と連絡が取れない場合に備えて、あらかじめご家族の連絡先を登録いただく

「ご家族登録制度」を導入するとともに、同制度への登録勧奨を推進しています。
　当制度にご登録いただくと、ご契約者様に代わってご登録いただいたご家族から、保障内容や請求の手続き方法をお問い合わせいた
だくことが可能となります。

かけつけ隊サービスの一例

給付金等ご請求手続きをペーパーレスで！
必要事項の入力は「かけつけ隊」がすべて行います。お客様は請求内容を確認し、専用モバイル
端末「太陽生命コンシェルジュ」上に自署するだけでお手続きは完了です。

お支払いまでの日数を短縮！
専用モバイル端末のカメラで領収証などの書類を撮影し、その場で撮影データを送信します。シニアのお客様に多い白内障に
よる入院・手術のご請求では、データ送信後、最短10分程度でのお支払いが可能です。
※請求内容（診断書が不要、など）や受付時間など受付の状況により異なります。

診断書の取得代行サービス
身体が不自由等の理由により診断書の取得が困難なお客様に対し、診断書の取得を代行するサービスを実施しています。

請求書類作成のサポートサービス
視覚障がい等により専用モバイル端末画面や請求書類の内容を読むことが困難なお客様に対して、代行手続き時に代読を併せ
て行うサービスを実施しています。

⃝かけつけ隊サービス
　「かけつけ隊サービス」は専門知識を有する内務員がお客様やご家族のもとにお伺いすることで、給付金等のご請求手続きにおけ
るお客様の負担をなくし、内務員ならではのきめ細かなサポートを提供するものです。
　2016年4月のサービス開始以来、シニアのお客様をはじめとする多くのお客様に大変ご好評をいただき、利用件数は17万件

（2023年3月現在）を超えています。
（※）  上記のサービスには、訪問可能な地域、日時など所定の条件がございます。

▲太陽生命コンシェルジュ

かけつけ隊サービスがより便利になりました！

ベストシニアサービスの具体的な取組み
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　2019年11月、ミャンマー政府から承認を取得し、
Capital Taiyo Life Insurance Limited（キャピタル・タイヨウ・ライフ）を関連会社化、
営業を開始しました。
　同社は、現地の政情や治安、新型コロナウイルス感染状況等を考慮し従業員の安全を確保
しながら、事業運営を行っております。

海外事業

⃝ミャンマーでの生命保険事業

　当社は、2012年4月に外国生命保険会社として初めてミャンマーに駐在員事務所を開設しました。駐在員事務所開設以来、
医療保険の普及に向けた取組み支援など、ミャンマー保険業界への支援を実施しています。

⃝ミャンマー保険業界への支援

　2017年4月、ミャンマーの大手システム会社と合弁で設立したThuriya Ace Technology Company Limited（トゥリヤ・
エース・テクノロジー）が営業を開始しました。現在（※）、現地保険会社16社の保険関連システムの開発・保守を受託してお
ります。

（※）  2023年3月末時点

⃝システム関連会社への保険業界支援

海外事業の推進

お客様からの声

当社に対する「総合的な満足度」 91.6％

主な具体的な取り組み 成果指標

■ 「かけつけ隊サービス」累計ご利用件数　　 177,199件
　（前年度末+27,273件）

※専門知識を持った内務員が、直接お客さまのお手続きをサポートするサービス。
　2016年4月より開始

■ 2022年度 「シニア安心サポート」実施率　　　90.4％
（対前年＋1.1％）

※70歳以上契約者の新契約時における、本社担当者によるテレビ電話での意向確認

■ 2022年度 「シニア訪問サービス」のご提供率 100％
　（対前年＋0.3%）

※年1回以上、契約内容確認や請求勧奨等を行うサービス。提供率は、訪問拒否の
　申出があったお客様を除いて算出

安心してご継続いただくために
・「シニア訪問サービス」の実施
・ お客さま専用インターネットサービス
　「太陽生命マイページ」の提供および機能拡充
・デジタル証書の取扱開始

安心して保険金等を受け取っていただくために
・ ペーパーレスによる給付請求手続きの推進
・「かけつけ隊サービス」の実施
・ ご請求手続きの簡素化

（対前年▲0.3%）

ご
加
入
時

ご
契
約
中

お
支
払
時

■調査実施概要
　・調査方法：郵送・Webによるアンケート
　・調査期間：2022年10月～2023年3月
　・有効回答数：10,954名
　※選択肢は「満足」「ほぼ満足」「やや不満」「不満」の4段階（※）「シニア訪問サービスご提供お客さま数」は、訪問・架電等によりご連絡ができたお客さまの合計。

・ ご家族の同席勧奨、「シニア安心サポート」の実施
・ インターネット完結型保険の充実

安心してご加入いただくために

　当社は、「総合的な満足度」に加えて、ご加入時・ご契約中・お支払時の各場面に応じた具体的な取り組み状況を測る以下の
成果指標を設定しています。これらの成果指標を確認していくことで、利便性の高いサービスや業務品質の改善を図り、将来に
わたり安心して信頼いただける保険会社を目指してまいります。

⃝［総合評価］お客さま本位の業務運営に係る方針

経 営 戦 略
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ステークホルダーに対する取組み

太陽生命のステークホルダー

◦ お客さま本位の業務運営に係る方針
◦ 営業体制 
◦ 商品
◦ 営業教育体制
◦ お客様サービス

⇒ P.23

お 客 様との 関 わり

◦  資産運用を通じた社会への貢献
◦  スポーツを通じた社会への貢献
◦ 地域・社会、環境への貢献

⇒ P.43

社 会との 関 わり

◦   従業員のはたらきがい

⇒ P.40

従 業 員との 関 わり
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【お客さま本位の業務運営に係る方針】
　太陽生命保険株式会社は、「お客さま本位」を全社共通の価値観として、お客さまの利益に繋がる真摯・誠実かつ
公正・適切な企業活動を行うために、「お客さま本位の業務運営に係る方針」を定めます。 
　また、当社は、本方針の趣旨・精神を尊重する企業文化の醸成に取り組みます。

1．より良い保険商品・サービスの提供
　私たちは、お客さまの状況やニーズにあった最適で質の高い保険商品・サービスの開発と提供に取り組みます。

2．「お客さま本位」の提案・販売
　私たちは、お客さまの状況やご意向を踏まえ、「お客さま本位」の適正な保険商品の提案を行います。
　また、保険商品の販売に際し、お客さまにとって不利益となる事項を含め、保険商品に係る重要な情報をお客さ
まに正しくご理解いただけるよう、正確でわかりやすい情報提供に取り組みます。

3．業務運営の質の向上
　私たちは、お客さまとの末永い信頼関係を構築するために、お客さまに関わるすべてのプロセスにおいて、高品
質のサービス提供に取り組みます。
○お客さまに正確かつ迅速に保険金・給付金等をお支払いするとともに、適切な情報提供によりご請求漏れの防止

に取り組みます。
○お客さまからさまざまな機会にお伺いする「お客様の声」を活用し、お客さまの視点に立ったサービス品質の向

上に取り組みます。

4．資産運用
　私たちは、お客さまに保険金・給付金等を確実にお支払いするため、長期安定的な収益の確保を目指すとともに、
投融資先の公共性・資産の健全性等に十分配慮した資産運用を行います。

5．利益相反取引の適切な管理
　私たちは、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を適切に管理するた
めの方針を策定、公表するとともに、利益相反のおそれのある取引を適切に把握・管理してまいります。

6．｢お客さま本位｣ の行動を実践する人材の育成等
　私たちは、「お客さま本位」の姿勢と行動を徹底するとともに、お客さまとの末永い信頼関係を構築していくため、
高い倫理観と専門的な知識を兼ね備えた人材を育成します。
　また、本方針に基づく行動を促進する態勢の構築に取り組みます。

7．推進態勢
　私たちは、本方針に基づく取り組み状況を取締役会等に定期的に報告するとともに、その内容を公表します。また、
本方針についても見直しの必要がないか定期的に確認を行います。

　当社は、「お客さま本位」を全社共通の価値観として、お客さま本位の業務運営を一層推進するため「お客さ
ま本位の業務運営に係る方針」を定めています。

お客さま本位の業務運営に係る方針

お 客 様との 関 わり
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　当社は、家庭市場において死亡・医療・介護保障を中心とした総合生活保障の商品をお客様にお届けす
るために、営業職員が二人一組のコンビ活動により個別にご家庭を訪問し、新規開拓を行うことで成長を
続けてまいりました。

　お客様に一生涯にわたる安心をご提供するため、主力商品である「保険組曲Best」の充実を図っています。
　2016年3月には、業界初となる（※1）選択緩和型の認知症保障商品である「ひまわり認知症治療保険」および就業不能
時の収入を保障する「働けなくなった時の保険」を発売しました。
　さらに、2018年10月より『世の中から認知症をなくしたい』という強い想いを込めて開発した「ひまわり認知症予
防保険」を発売いたしました。『保険で病気を予防する』をコンセプトに、「早期発見」「早期予防」「早期改善」サービ
スにより、「認知症になった場合の保障」だけでなく「認知症にならないための予防」へのお客様の取組みをサポートす
るという仕組みを導入しました。
　シニアのお客様にご支持をいただき、認知症関連商品の累計販売件数（※2）は2023年4月末時点で90万件を超えています。
　2021年3月には、「認知症治療保険金」の加入限度額を、300万円から1,000万円へと拡大し、「認知症診断保険金」と
あわせた「認知症保障」の加入限度額は合計で1,300万円となり、お客様のニーズに一層おこたえできるようになりました。
　また、非対面でのお手続きをご希望されるお客様のニーズに対応して、当社のインターネットチャネルである「スマ
保険」でも「認知症保険」を発売しています。

（※1）  簡単な告知により加入できる選択緩和型の商品で、認知症について保障する保険は生命保険業界初となります
（一般社団法人生命保険協会加盟41社について、当社調べ（2015年12月末時点））。

（※2）  「ひまわり認知症治療保険」、「認知症治療保険」、「ひまわり認知症予防保険」、「逓増認知症治療終身保険」、「終身
認知症・生活介護年金保険」の合計販売件数

⃝時代の変化とシニアに寄りそった商品開発

営業体制

　少子高齢化や働き方改革など福利厚生制度をめぐる環境は時代とともに大きく変化し、福利厚生制度も
多様化・高度化しています。当社は、親の介護による離職防止の一助となる「団体生活介護保険」をはじ
め、社会環境の変化に対応する商品開発を行い、企業・団体に提供しています。

　当社では、2014年度からシニアのお客様に最もやさしい生命保険会社になることを目
指し、ベストシニアサービスを展開しています。その取組みとしてシニアのお客様を対象
に、ご契約内容確認や請求勧奨等を行うため、年1回以上の訪問活動を行うなど、シニア
のお客様の安心をサポートする活動を推進しています。また、シニアのお客様のご契約締
結時に、誤認防止等を目的として、ご家族の同席を積極的に推進するとともに、営業職員
が所持している携帯端末のテレビ電話機能を活用し、本社担当者とご契約内容を再確認する取組みを行っています。
　2016年4月からは、シニアのお客様が安心、便利に給付のお手続きができるよう、専門知識を有する内務員が直接お
客様やご家族のもとを訪問し、お手続きのサポートを行う「お支払い手続き訪問サービス（かけつけ隊サービス）」を開
始しました。サービス開始以来ご利用件数は17万件を超え（※）、多くのお客様に大変ご好評をいただいています。

（※）2023年3月現在

　2021年1月より、これまで培ってきたデジタル技術を活用し、インターネット上で商品設計から申込手続きまでを完
結できるスマ保険と営業職員によるコンサルティングや申込手続きのサポートを組み合わせた、営業職員による非対面
募集「リモート申込」を導入しました。
　従来の訪問による対面サービスに加え、新型コロナウイルス等の影響で非対面でのサービスを求めるお客様への提案
を可能としました。また、お客様がリモート申込を行うにあたって、WEB会議システムや特別なアプリのインストール
などの事前準備は一切不要とし、インターネットに接続できるスマートフォンやパソコン等をご用意いただくだけで、
どなたでも簡単に保険のお申込みをすることができます。
　リモート申込の導入により、営業職員チャネルのご契約にかかる主なプロセス（申込手続きからお支払手続きまで）
において、インターネットによる非対面手続きを実現しています。

⃝訪問による対面サービスの強化

⃝営業職員による非対面募集「リモート申込」を導入

　金融機関代理店および一般代理店において、介護保険や認知症に備える保険など、独自性のある商品を
ご用意し、お客様の幅広いニーズにお応えしています。また、金融機関代理店数も着実に増え、より多く
のお客様に当社商品をご提供できるようになりました。

個人のお客様

法人のお客様

代理店での保険販売
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●先進医療保険　
●入院保険　●女性特定疾病入院保険　
●女性入院保険　●生活習慣病入院保険　
●ガン入院保険　●入院一時金保険　
●女性入院一時金保険
●生活習慣病入院一時金保険　
●感染症プラス入院一時金保険　●手術保険
●手術保障保険

【ケガや病気】に備える保険

個人向け生命保険商品のお取扱い

組み立て自由な保険

保険組曲Best3大疾病・疾病障害保障

就業不能保障

医療保障

万一の保障

介護・認知症保障

資金準備保険料払込免除

　さまざまなお客様のニーズにきめ細かくお応えするため
に、2008年10月に業界初の組み立て保険「保険組曲
Best」を発売し、その後も商品ラインアップの充実を図っ
ています。直近では、2021年6月に「ガン・重大疾病予防
保険」を、2021年9月に「手術保障保険」を、2022年5月
に「事故割増死亡保険」を新たにラインアップに追加しま
した。
　「ガン・重大疾病予防保険」は、がんや重大疾病で所定の
状態になったときにガン・重大疾病保険金とガン・重大疾病
ワイド給付金をお支払いします。また予防給付金を活用し、疾病予防サービスを利用することが可能です。
　「手術保障保険」は、入院中の手術または外来の手術を受けた場合、最高20万円の手術給付金を受
け取れるようになりました。
　「事故割増死亡保険」は、災害死亡を手厚く保障する死亡保険です。

商品

＜主契約一覧＞

テレビCM

【万一のため】の保険
●生活応援保険（月額型）　●終身保険
●定期保険　●傷害保険　●事故割増死亡保険

  【就業不能・認知症・介護】に
備える保険

●働けなくなったときの保険〔Ⅰ型〕・〔Ⅱ型〕
●生活介護保険〔Ⅱ型〕　●認知症治療保険
●終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕

【ガン・重大疾病】に備える保険

●ガン・重大疾病予防保険〔Ⅰ型〕・〔Ⅱ型〕

  【資金準備・長生きへの備え】の
ための保険

●積立保険　●生存給付金付定期保険
●個人年金保険　●長寿生存年金保険

保険組曲Bestなら自分にピッタリな保険を組み立てられます。
　28種類の単体の保険（主契約）から、必要な保険を選んで組み合わせることにより、ご自分の
ニーズに合った保障を準備することができます。

特長

1

お 客 様との 関 わり
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保険料割引制度

最新の医療保障を準備できます。
　入院は、日帰り入院から保障します。また、がんを原因とする入院の場合は、お支払日数に限度はありません。
手術は、公的医療保険制度に連動し、外来での手術や放射線治療も保障します。「感染症プラス入院一時金保険」を
付加することで、所定の感染症で入院した場合に、災害入院一時金をお支払いします。
※一部お支払い対象外の手術等があります。

医療保障
特長

4

人生100歳時代に備えることができます。
（終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕と長寿生存年金保険を指定のとき） 介護・認知症

保障資金準備

　「終身生活介護年金保険〔Ⅰ型〕」は、所定の介護を要する状態になったとき、終身生活介護年金をお支払いしま
す。「長寿生存年金保険」は、トンチン性（※）を高め、さらに解約払戻金を低く設定することで年金額を大きくした
トンチン型年金です。長生きするほど受取年金累計額は多くなります。

（※）トンチン性とは、死亡した方の持分を生きている方に移すことで、より多くの生存給付が与えられる割合のことをいいます。 
考案者の名前（トンティ）からトンチン型と呼ばれます。

特長

5

充実の保険料払込免除特約2020
　保険料払込免除特約2020を付加することで、いざというときには保険料のお払込みが免除されます。保険料の
お払込みが免除となるのはつぎのような状態に該当されたときです。

保険料払込免除

（※）なお、快方に向かったときも、保険料のお払込みは不要です。

【3大疾病】で所定の状態

所定の【要生活介護状態】等（所定の【働けない状態】）

所定の【身体障害状態】

所定の【高度障害状態】

所定の【重度疾病状態】

所定の【特定障害状態】

特長

6

就業不能状態をしっかり保障します。
　「働けなくなったときの保険〔Ⅰ型〕・〔Ⅱ型〕」は、病気やケガなどを原因とした所定の就業不能状態が30日継続
したとき給付金をお支払いします。また、所定の早期就業不能状態が30日継続するごとに150日まで最大5回、給
付金をお支払いします。さらに、所定の就業不能状態が180日継続したときには「就業不能年金」をお支払いします。

就業不能保障
特長

2

割引制度も充実
　月払契約であれば、保険料の合計額に応じて保険料が割引となる「契約割引制度（保険料割引制度）」があります。
合計額が大きくなるほど割引額は大きくなります。

特長

7 契約割引制度

保険料割引制度
保険金割引制度

ガン・
重大疾病保障

がんに加え、所定の重大疾病を幅広く保障します。
予防給付金を活用して疾病予防サービスを利用することもできます。
　「ガン・重大疾病予防保険〔Ⅰ型〕・〔Ⅱ型〕」は、がんと診断されたときに加えて、重大疾病による所定の状態のと
きにも保険金をお支払いします。
　また、ガン・重大疾病ワイド給付金特則により、「上皮内がんになったとき」や「急性心筋梗塞・脳卒中で入院し
たとき」も保障の対象になります。
　予防給付金を活用して、「疾病リスク発見サービス」などの疾病予防サービスを利用することもできます。

特長

3

＜保障対象となる重大疾病＞　※お支払いには所定の条件があります。

急性心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、高血圧性疾患、
大動脈瘤・大動脈解離、慢性呼吸不全、慢性膵炎、その他の臓器の障害
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ひまわり認知症予防保険
　当社は、認知症に前向きに向き合い、老後を安心して
お送りいただくための保険商品として業界初(※)の「ひま
わり認知症予防保険」を2018年10月に発売しました。
健康に不安のある方（入院したことがある方等）も簡単
な告知でお申し込みいただけます。また、当商品は
2019年度のグッドデザイン賞を受賞しました。

（※）　  状態継続日数の要件がなく、所定の認知症と診断されたと
きに保険金を主契約でお支払いする生命保険は業界初です。

（2018年７月時点、当社調べ）

テレビCM

業界初！（※）
業界初！（※）

ご契約の翌年から予防給付金をお受け取りいただけます。
（選択緩和型認知症診断保険（生存給付金特則付加）を指定のとき）

　ご契約からわずか１年で、その後は２年ごとに予防給付金をお受け取りいただけます。
　終身プランの場合、一生涯予防給付金をお受け取りいただけます。10年満期プランの場合、５回の予防給付金と
10年後の満期保険金をお受け取りいただけます。

特長

1
認知症の
予防

認知症の
予防

認知症をダブルの保険金で保障します。
（選択緩和型認知症診断保険と選択緩和型認知症治療保険を両方指定のとき）

　認知症診断保険金は、認知症と診断されたときにお支払いします。その後、認知症の症状がさらに進み、所定の
状態が180日継続したとき、さらに認知症治療保険金をお支払いします。

特長

3
認知症の保障認知症の保障

７大疾病や女性特有の病気等を保障します。
（選択緩和型７大疾病医療一時金保険または選択緩和型女性疾病医療一時金保険を指定のとき）
　「７大生活習慣病」やシニアの方に多い老人性白内障・脊椎障害・熱中症による入院・手術のとき一時金をお支払
いします。さらに、女性の場合は、子宮筋腫・卵巣嚢腫などの「女性特有の病気」も対象です。事故や転倒による
骨折、骨粗しょう症による骨折などシニアの方に多い、要介護の原因になりやすい「骨折」の治療を受けたとき一
時金をお支払いします（180日につき１回を限度とし、同一の原因による支払いは１回に限ります）。

特長

4
放射線治療
の保障

放射線治療
の保障

手術の保障手術の保障

入院の保障入院の保障

骨折の保障骨折の保障

「所定の感染症」での入院を保障します。
（感染症プラス入院一時金保険を指定のとき）

　「所定の感染症」で入院のときに一時金をお支払いします。

特長

5 放射線治療
の保障

放射線治療
の保障

手術の保障手術の保障

入院の保障入院の保障

骨折の保障骨折の保障

お 客 様との 関 わり

27

　予防給付金を活用してMCIスクリーニング検査プラスやクアオルトⓇ 健康ウオーキング体験ツアーを利用すること
ができます。

特長

2 認知症の
予防

認知症の
予防予防給付金を活用して認知症予防サービスを利用できます。

MCIスクリーニング検査プラス
（サービス提供：株式会社ＭＣＢＩ）

■認知症の前段階で
あるMCI（軽度認
知障害）の発症リ
スクを調べる血液
検査です。
■MCIスクリーニング検査プラスを受診されたお客様には、株式会
社MCBIより特典をご用意しています。詳しくは「認知症予防あ
んしんガイド」（別冊）をご覧ください。

太陽生命の健康増進アプリ
（無料）

■歩行・睡眠・脳トレなど、さまざまな視点
からお客様の健康増進をサポートします。

クアオルト®健康
ウオーキング体験ツアー

（旅行企画・実施：京王観光株式会社）
■認知症や生活習慣病の予防・改善に、1泊
2日の「頑張らない」ウオーキングツアー。



TOP ICS

　わが国は類を見ない超高齢社会を迎えています。このような社会環境の変化にともない、「健康寿命の
延伸」および「少子化対策」が大きな社会問題となっています。そうした課題に応えるため、商品・サー
ビス等の提供を通じて、社会的課題の解消に向けた取組みを進めています。

　2021年3月には、味の素株式会社、H.U.フロンティア株式会社、H.U.ウェルネス株式会社の3社と、
重大な疾病の予防に関する業務提携を行い、約5mlの採血で、「現在、がんである可能性」と「将来、脳
卒中・心筋梗塞、糖尿病になるリスク」を一度に評価できる「アミノインデックス®リスクスクリーニ
ング」のご案内を開始しています。

疾病予防サービス

疾病予防に活用できます
「最短1年」で受け取ることができる予防給付金を「疾病予防サービス」にも活用できます。

特長
2

進化した保障でがん・重大疾病を幅広く保障特長
1

※   お支払いには、
　所定の条件があります。

この保険は、10大疾病保障保険に生存給付金特則を付加し、その予防給付金を疾病予防サービス等にご活用いただき 
たいという思いから「ガン・重大疾病予防保険」という愛称を使用しています。生存給付金特則を付加しない場合は 
予防給付金はありませんが、疾病予防サービス等のご利用を案内させていただきます。

がん・重大疾病に対する「保障」に加えて、「予防」を応援するサービスがあります！
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TOP ICS

　2023年5月、「保険組曲Best既成緩和」のラインナップとして、過去にがんに罹患するなど、が
ん保障に加入することが難しかった方でもお申込みが可能な「告知緩和型がん診断保険」、「告知緩
和型がん治療保険」を発売しました。

がんに罹患し診断確定されたときに一時金が受け取れます。特長

1 がんに罹患し診断確定されたときの保障を
20～1,000万円まで付加できます！
※契約日から90日以内にがん・上皮内がん等と診断された場合、保険金・給付金をお支払いしません。

上皮内がんや皮膚がんなど初期のがんも保障します。
※初期のがんの場合、がんと診断された場合の金額の10％の上皮内ガン等診断給付金をお支払いします。

がん治療が長引いても、毎月給付金が受け取れます。特長

2 がんで所定の治療を受けるたびに
毎月1～30万円お受け取りできます！
※ 「手術」「抗がん剤治療」「放射線治療」「ホルモン剤治療」「がんゲノムプロファイリング検査」など、公的医療

保険制度の対象となる所定の診療行為が保障の対象です。

持病があっても入りやすいがん保険です。特長

3 以下のような持病や既往歴がある場合でも、告知事項に
すべて「いいえ」の場合、お申込みいただけます。

糖尿病 脳血管
疾患 心疾患

過去5年以内に、悪性新生物ま
たは上皮内新生物（上皮内がん
を含む）で入院または手術が無
い場合に限り、お申込みできます。

がん

既往歴 持病・既往症

お 客 様との 関 わり
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　2021年9月、産前産後の女性を支援するため、「出産保険」〔無配当産前産後ケア保障付特定医
療保険（001）〕をインターネットチャネル「スマ保険」専用商品として発売しました。当該商品は、
当社の「保険の提供を通じて、妊産婦のお客様に安心をお届けし、出産・育児を応援したい」とい
う想いから開発され、母子愛育会総合母子保健センター所長の中林正雄先生に監修いただきました。
　所定の妊娠うつ・産後うつを保障するだけでなく、出産後の身体的回復に影響を及ぼす妊娠中お
よび出産時の異常、妊娠中から産後にかけて特に心配な疾病等も保障する妊婦さん専用の商品とな
ります。

妊婦さん
専用保険

がんなどの
３大疾病・
上皮内がん
なども保障
（＊2）

所定の
妊娠うつ・
産後うつを
保障

妊娠中の
重症型妊娠
高血圧症候
群、出産に
ともなう輸
血治療を
保障！（＊1）

うれしい
満期保険金
つき
（保険期間２年）

（＊1）  所定の重症型妊娠高血圧症候群と医師によって診断された場合の保障および出産に伴う所定の輸血を受けたときの
保障は、保険契約締結時に被保険者が妊娠していた子の妊娠・出産によるものに限ります。詳細は「ご契約のしお
り・約款」をご確認ください。

（＊2）  責任開始日から90日以内に罹患し診断確定された乳がんおよび乳房の上皮内がんはお支払することはできません。
詳細は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

※妊娠中の方、未成年の方は受検できません。

　株式会社ユーロフィンジェネティックラボが提供する、子宮頸
がんの原因とされる高リスク型ＨＰＶ（ヒトパピローマウィル
ス）の感染の有無を自宅で簡単に調べることができる「子宮
頸がんＨＰＶ検査パピックス」のご案内を行っています。

（検査実施機関：株式会社ユーロフィンジェネティックラボ）

TOP ICS

出産保険の５つの特長

特長

1
特長

3
特長

2
特長

4
特長

5

子宮頸がんの早期発見・
早期治療の可能性が拡がります

子宮頸がんになる前の段階で早期発見・早期治療が
できれば、子宮を摘出せず、赤ちゃんを授かる可能性も
残すことができます。

自宅で簡単に検査できます
お申込みはもちろん、検査結果もWebで確認するため、

「時間がない」「面倒」「恥ずかしい」といった理由で病院
の検査を受けられない方でも、自宅で簡単に検査するこ
とができます。
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　超高齢社会を迎えた日本では、現在75歳以上では約3人に1人、85歳以上では半数以上の方が要介護・要支
援の介護状態に認定（＊）されており、介護への対応が社会的課題となっています。当商品は、こうした社会
的課題を背景に「資金準備をしながら老後の介護に備えたい」というお客さまのニーズにお応えできる終身介
護保険として、2022年10月より販売を開始しました。予定利率は契約月ごとに決まり、国内金利を機動的に
反映させる仕組みです。

長生きMy介護

据置期間満了時に受取方法が選択いただけます。
●年金受取・一括受取・据置払が選択できます。
●年金保障期間の変更ができます。
●円建または指定通貨建の終身保険に移行ができます。

特長

2

ご契約時に年金額が指定通貨建（米ドル・豪ドル）で確定します。
●円支払特約により、円建でのお受け取りも可能です。
●健康状態の告知・医師の審査は不要です。
●一時払保険料が所定の基準を満たす場合、年金額をより充実させることができます。

特長

1

据置期間中に解約した場合、経過期間に応じた解約払戻金が指定通貨建で確定します。
●解約に際してご負担いただく費用はありません。
●ご契約日から１年経過以後、円建の終身保険に移行ができます。

特長

3

　国内の超低金利環境において、より資産運用の選択肢を増やしたいとの声にお応えするとともに、ご契約時に
将来の年金受取額や解約払戻金額などが外貨建で確定するシンプルな設計の年金保険です。2022年4月に従来の

「My年金Best外貨」に新機能を追加し、お客様の幅広いニーズにより柔軟にお応えすることが可能になりました。

My年金Best外貨 2

所定の介護を要する状態に該当したときに、一生涯、介護年金をお支払いします。特長

1 ●  負担の大きい介護初期にかかる費用に備えられます。
●  支払保証期間中の介護年金は一括受取も可能です。
●  お受取りになる介護年金額は契約時に確定しています。（契約日から予定利率計算基準日までの期間内）
●  お受取りになる介護年金は非課税です。

・介護年金のお支払いには所定の条件があります。

介護年金が支払われる前に死亡されたときは、死亡給付金をお支払いします。特長

2 ●  死亡給付金は一時払保険料以上の金額となります。
●  介護年金の支払保証期間中に死亡した場合には、死亡一時金をお支払いします。
●  死亡給付金・死亡一時金を法定相続人がお受取りになる場合、所定の金額までが非課税です。

・介護年金と死亡給付金は重複してお支払いしません。
・死亡給付金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
・税法上のお取扱いについては、税制改正などで将来変更となることがあります。

個別のお取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。

解約の際は、期間の経過に応じた解約払戻金をお支払いします。特長

3 ●  契約日から、期間の経過とともに解約払戻金額は徐々に増加します。
●  解約払戻金には、市場価格調整（＊）はありません。
＊市場価格調整とは、市場金利の変動を解約払戻金額に反映させる仕組みのことをいいます。

・契約年齢・ご契約内容等により解約払戻金額・増減状況は異なります。
・ご契約後の経過月数によっては、解約払戻金額は一時払保険料を下回ることがあります。

金融機関窓口での商品のお取扱い

＊出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告（暫定）令和4年1月分」、総務省「人口推計（2022年2月確定値）」

お 客 様との 関 わり
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　人生100歳時代の到来や働き方改革の進展といった環境の変化により、企業の福利厚生
制度に対するニーズも多様化しています。
　そのような中、当社では介護による負担を軽減するため、従業員の親が介護状態になっ
たときに保険金をお支払いする「団体生活介護保険」、一生涯受け取れる年金で高齢者向け
ホームの利用料等をサポートする団体年金制度「月額利用料サポートプラン」など時代に
合った商品を取り扱っています。
　また、医療技術の進歩等により平均入院日数が短期化傾向にあることや外来手術が増加
している現状をふまえ、「団体入院一時金保険」を開発し、2022年4月より取扱いを開始
しました。

　損害保険ジャパン株式会社およびペット&ファミリー損害保険株式会社の代理店として、主に営業職員が窓口
となって損害保険商品をお届けしています。
　生命保険のみならず、損害保険もラインアップに加えることで、お客様のさまざまなニーズに十分お応えでき
るようにしています。

■ 火災保険
● THE すまいの保険（個人用火災総合保険）

　火災をはじめとするさまざまな災害から日常生活の思いもよらないリスクまで、大切な建物・家財
を幅広くお守りする保険です。

■ ペット保険
● げんきナンバーわんBest（ペット保険）

　バランスの取れた保険料と補償内容で大切な家族の一員であるペットをサポートできるペット保険
です。

■ 傷害保険
● THE カラダの保険（個人用傷害所得総合保険）

　個人向けの傷害・賠償リスクを１商品でカバーでき、個人の「カラダ」を取り巻くあらゆるリスク
に対応可能な保険です。

■ 自動車保険
● THE クルマの保険（個人用自動車保険）

　万全な事故・故障対応、先進のサービス、充実の補償でお客様に『安心』『安全』をお届けする保
険です。

● SGP（一般自動車保険）
　主に法人・個人事業主のお客様向けの自動車保険です。さまざまなビジネスリスクに対応する補償をオー
ダーメイドで選択することができます。

法人向け商品のお取扱い

損害保険商品のお取扱い
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　お客様一人ひとりに最適なコンサルティングを行い、確かな安心と充実した
サービスをご提供することにより、今後ともお客様に選ばれ、信頼される会社
を目指します。そのために営業職員の知識・技術はもちろん、お客様の期待に
応え、お客様から選ばれるための努力を惜しまず、自己研鑽による成長を積み
重ねるプロフェッショナルな営業職員を育成していきます。

　法人募集代理店がコンプライアンスを遵守し、お客様のニーズに沿った営業活動を実践できるよう、法人募
集代理店教育・研修計画に基づいた指導・教育に努めています。

　生命保険営業を行っていく上で必要となる心構えや知識・技術など、営業の基礎を徹底して学びます。
⃝新人営業職員教育（Progress）

　多様化するお客様のニーズにお応えして、最適な保険商品をご提案するためには、お客様の立場に立った質の高いコ
ンサルティングが欠かせません。お客様に安心感・納得感を持って当社の保険にご加入いただき、一生涯のパートナー
となれるよう、生命保険だけでなく、社会保障制度・不動産・税務・相続等に関する豊富な知識を習得することを目的
に、「FP技能士(厚生労働省所管国家資格)」の取得を推進しています。

⃝FP教育

　新人営業職員教育制度やFP教育と並行して、生命保険業界の業界共通教育制度についても積極的に取り組み、体系的
な知識習得に努めています。

⃝業界共通教育

　お客様のあらゆるニーズにお応えできるよう、毎日の朝礼の中で商品知識、税務知識、コンプライアンス、マナー・
エチケットなどの基礎的な教育から、最適なコンサルティングセールスにいたるまで幅広いテーマを取り上げて教育を
実施しています。

⃝朝礼時教育

受
講
契
約

一
般
課
程
試
験

登
　
　録

試験前
研　修

登録前
研　修

商品知識や契約事
務等の保険営業に
必要となる基礎知
識の習得

養成Ⅰ期研修

1～3ヵ月目

商品知識等の基礎知
識の理解度を深める
とともに、お客様に最
適な保障を提案する
際に必要となる販売
技術力の向上を図る
期間

4～6ヵ月目

販売技術力にさらに
磨きをかけるととも
に、保険金の支払事
務等のアフターフォ
ローに関する知識を
習得する期間

養成Ⅲ期研修

7～12ヵ月目

FP3級

お客様一人ひとりの
ライフプランに応じ
た保障の提案方法を
習得する期間一般課程試験合格

に向けた研修

養成Ⅱ期研修

営業教育体制
営業職員への教育

法人募集代理店への教育

お 客 様との 関 わり
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お客様サービス

　営業職員が携帯している端末には、モデルプラン提示機能が搭載されています。お客様の年齢・性別とご希望の
保険種類を選択するだけで最適な保障プランが自動的に抽出されるため、お客様一人ひとりのニーズに合った素早
いご提案が可能です。
　また、プレゼンテーション画面を用いた保障のニーズ喚起により、納得感のあるご提案を行っています。
　これらの機能により、お客様と一緒に画面を見ながらご希望の保障を一つひとつ選択し、きめ細やかなコンサル
ティングセールスを実践しています。

携帯端末の機能を利用したコンサルティング営業

　太陽生命には、お客様の加入するプランに応じた契約割引制度があります。設計したプランの保障を増額するこ
とで契約割引制度の割引ランクが上がり、保険料がお安くなる場合においては、ポップアップメッセージが自動的
に表示され、ボタン一つでプランを自動的に変更・ご提案することができます（※）。

契約割引制度を活用するためのポップアップメッセージ表示

　2018年8月、営業職員が携行する携帯端末が革新的な進化を遂げ、
「太陽生命コンシェルジュ」として生まれ変わりました。搭載した各種
機能を通じた新しいコミュニケーションによってお客様とつながるこ
とで、お客様の利便性向上とお客様サービスの進化を実現しています。

⃝携帯端末「太陽生命コンシェルジュ」によるお客様サービス

お客様とのコミュニケーション
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　高性能の音声認識機能により、音声入力で健康状態の告知
をいただくことができます（※）。
　手が不自由で字が書けない、病名を書くことが難しいとい
うお客様でも、病名やキーワードを音声入力することにより
簡単かつスムーズに告知手続きを完了することができ、お客
様の負担軽減につながっています。

ご加入手続きの簡素化

　2022年4月に取扱開始した『デジタル証書』は、保障内容をWebサイトで簡単に確認しやすいようデザインし、
ご契約者様がご利用しやすくしただけでなく、被保険者様・ご登録家族様(＊)にもマイページ会員として登録いた
だくことで、ご契約者様以外でもご利用できる便利なサービスとなっております。これにより申込み手続きから保
険証券による契約内容の確認までのご加入時の一連の流れでの完全ペーパーレス化を実現し、地球環境の保全と持
続可能な社会の実現に貢献できるようになりました。

『デジタル証書』による提案～保険証券発行までのペーパーレス化

　お客様に給付金のご請求をいただく際、ご自身で必要事項の記入や入力を行うこ
となく、営業職員が病院発行の領収証等に基づき入力した請求内容を確認し画面上
に署名するだけで手続きが完了します。さらに、搭載したカメラで領収証等を撮影
し即時に本社に送信することにより、白内障による入院・手術など一定の条件を満
たした場合、最短10分程度でのお支払いを実現しています。

カメラ機能によりスピーディーな給付金のお支払い

※「契約割引制度を活用するためのポップアップメッセージ表示」「告知音声認識」については、当社が日本における特許権を取得
しています。

（＊）契約者の配偶者、直系血族または3親等内の親族の方等。

ご登録家族様（＊）も
契約内容の

確認が可能に！

ご契約者様

ご登録家族様

電子交付

デジタル証書イメージ

お 客 様との 関 わり
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　「太陽生命マイページ」は、太陽生命の個人保険・個人年金保険にご加入のお客様がご利用いただけるインターネットサービス
です。「太陽生命マイページ」にご登録いただくと、パソコンやスマートフォンで、加入しているご契約の保障内容などを確認で
きる「契約内容照会」をはじめ、ご登録住所の変更や改姓手続き、死亡保険金受取人の変更手続き、保険料口座振替の申込手続き、
ご家族登録制度への登録・変更、生命保険料控除証明書のダウンロードなどがご利用いただけます。
　また、入院給付金等のご請求も「太陽生命マイページ」で手続きでき、白内障や大腸ポリープなどについては、ご請求からお支
払いまでをインターネットで完結することができます。

⃝お客さま専用インターネットサービス「太陽生命マイページ」

　ご契約後も、お客様一人ひとりにより良いサービスをご提供するために、当社職員が定期的にお客様訪問などを行い、ご契約
内容の説明やご提案・各種ご案内など対面でのアフターサービスに努めています。

⃝お客様フォロー活動

　お客様サービスセンターのアフターフォローコール担当者が、接点の少ないお客様にお電話を差し上げ、お手続きの有無やご
意見・ご要望をお伺いするほか、新商品やサービスのご案内も行っています。

⃝電話によるアフターフォロー

　お客様のご契約内容の最新状況等をわかりやすく記載した
「ひまわり通信」を毎年発行し、お客様へお届けしています。
あわせて、お客様に向けた各種サービスのご案内「サービス
ガイドブック」を同封し、保険に関わる最新の情報をお届け
できるようにしています。2022年度においては、太陽生命
マイページをご利用のお客様には、書面ではなく、当マイ
ページを通じて「ひまわり通信」「サービスガイドブック」
を電子で交付する取組みも開始しております。

⃝ひまわり通信・サービスガイドブック

　お電話にて、専門のコミュニケーターがお客様からのご用件やご要望をお伺いして
います。書類手配のほか、ご要望によっては各支社や担当部署と連携しながら、迅速
できめ細やかにお客様のお申し出にお応えしています。
　また、シニアのお客様にもよりご利用いただきやすい仕組み（直接オペレーターが
ご用件をお伺いする「シニア専用保険ダイヤル」等）を導入し、お客様により良いサー
ビスをご提供できる体制を整備しています。

⃝お客様サービスセンターの取組み

月曜～金曜　９:00～18:00
土曜・日曜　９:00～17:00

（祝日・年末年始（12/30～1/4）は休業します）

お客様
サービスセンター 営業時間0120-97-2111 通話無料
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　本社・支社等すべての事業所において「認知症サポーター養成講座」を受講し、「認知症
サポーター」を配置しています。社会的関心が高まっている認知症についての理解を深める
ことで、認知症の方やご家族を温かく見守り、支援する社会の実現に協力してまいります。
※  「認知症サポーター」は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域において認知症の人や家族に対

してできる範囲の手助けをする人であり、厚生労働省が推進する「認知症サポーターキャラバン事
業」における「認知症サポーター養成講座」を受講・修了した者を称する名称です。

⃝認知症サポーター

　シニアのお客様や障がいをお持ちのお客様への対応力を高めていくため
に、「ユニバーサルマナー検定」を全社に導入しています。2016年7月に
は、本社および全国の支社役職員が「ユニバーサルマナー検定3級」を受
講し、講義・グループワークのほか、視覚・聴覚障がいのある方とのコ
ミュニケーションを理解するための実技研修を体験しており、その後も継
続して研修を実施しています。
　また、一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会主催の「ユニバーサル
マナーアワード2017」において、超高齢社会の到来に向けた特に優れた
取組事例として高く評価され「ユニバーサルマナーアワード」および「審査員賞」を受賞しました。

（※）  「ユニバーサルマナー」とは、自分とは違う誰かのことを思いやり、適切な知識のもと、サポートを実践することを意味し、「ユニバー
サルマナー検定」は、一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会がユニバーサルマナーの普及・啓発を目的として実施しているもの
です。

⃝ユニバーサルマナー検定

ユニバーサルマナー
検定3級認定証

　2016年10月に提供を開始した「認知症予防アプリ」をリニューアル
し、2021年3月より、歩行・睡眠・脳トレ等のさまざまな視点からお
客様の健康増進をサポートできる「太陽生命の健康増進アプリ」を提供
しています。
　このアプリは、毎日の歩数や睡眠時間から、予防できる可能性のある
病気・病態や健康増進に向けたアドバイスをお知らせする機能があり、
お客様はご自身の健康状況を確認することができます。また、睡眠計測
機能や無料健康相談サービス、見まもりアラーム、健康増進の取組みを
ミッションとしたビンゴゲームなどの機能を搭載しており、アプリを
使って毎日楽しく健康づくりに取り組むことができます。

⃝太陽生命の健康増進アプリ

　「従業員」「お客様」「社会」
のすべてを元気にする取組み

「太陽の元気プロジェクト」
および「BSS」（ベストシニ
アサービス）の推進、障がい
者・高齢者への対応力強化に
向けた各種研修等の推進が評
価 さ れ、2019年 度 東 京 都

「心のバリアフリー」サポー
ト企業に登録されました。

⃝東京都「心のバリアフリー」サポート企業

トップ画面 歩行・睡眠・脳トレ画面

2022年3月、日本認知症官民協議会（※）が主催する「認
知症バリアフリー宣言試行事業」に賛同し、宣言を行って
おります。

（※）日本認知症官民協議会
2019年設立。認知症バリアフリーの取り組みや、認知症分野で
のイノベーション創出を官民一体となって進めることを目的とし、
経済界、産業界、医療・介護業界、学会や関係省庁などが参加し
て設立した団体。

⃝認知症バリアフリー宣言

お 客 様との 関 わり
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　お客様サービスセンターや支社でお客様から保険金・給付金のご請求を受け付けた際には、郵送によるご案内のほか、担当営業
職員や内務員が直接お客様のご自宅等を訪問し、ご請求手続きのサポートやお手続きに関する情報提供を行う活動を進めています。

⃝保険金・給付金を確実にお受け取りいただくためのご案内

　お客様のご請求時における利便性向上のため、専門知識を有する内務員がお客様を訪問する「かけつけ隊サービス」に加え、担当
営業職員においても専用モバイル端末による給付金等のご請求手続きを取り扱っています。お客様は、担当営業職員等が入力したご
請求内容を確認し、端末上で自署するだけで手続きが完了しますので、ご請求手続きに係るお客様のご負担が大幅に軽減されます（※）。
　このほか、シニアのお客様が診断書を取得できずご請求手続きに苦慮される場合に、当社内務員が診断書の取得を代行する
サービスや、専用モバイル端末での手続きを依頼できるご親族が身近にいらっしゃらない場合に、当社内務員が代行手続きを行
うサービス、視覚障がい等により端末画面上に表示される内容を読むことが困難な場合に、代行手続き時に代読を併せて行う
サービスを展開しています。

（※）  当専用モバイル端末の「給付金手続き画面」は、一般
社団法人ユニバーサルコミュニケーションデザイン協
会が、優れたコミュニケーションデザインを表彰する

「UCDAアワード2020」の「生活保障：保険金・給付
金の請求書部門」において、最優秀賞にあたる「UCDA
アワード2020」を受賞しています。

⃝お客様に安心してご請求いただくための取組み

　当社では、保険金・給付金を適切にお支払いするための態勢強化に継続して取り組んでいます。
　お客様の声を活かした業務改善への取組みや、保険金・給付金の支払査定に関する判断の妥当性について、社外有識者からの
助言を得るため「サービス品質向上専門委員会」を設置しています。
　また、診断書の記載内容をデジタルデータ化し、傷病・手術コードへ自動変換した結果を支払査定業務に活用するとともに、
ご請求いただいた入院や手術以外のお支払いの可能性についてもご案内しています。さらに、正確かつ迅速なお支払いを通じて、
より一層お客様にご満足いただけるよう、支払査定の自動化を推進しています。

⃝適切に保険金・給付金をお支払いするための態勢強化

　また、保険金・給付金のご請求・お受取りに際して、お客様のご理解をより深めていただくため、お手続きの流れやお支払
いの具体的な事例等をまとめた冊子「お手続きガイドブック」を作成し、お客様へ配付しています。

　当社では、正確かつ迅速に保険金・給付金をお支払いすることが、お客様からの信頼を得る第一歩であると考
えています。生命保険の役割が最大限発揮されるよう、保険金・給付金のご請求時におけるサービス向上のため、
さまざまな取組みを行っています。

お客様

太陽生命

専用モバイル端末による給付金等のご請求手続き
　お客様のご希望に応じて、営業職員、内務員が訪問。
　その場でお手続きの説明やご請求案内を実施。

太陽生命からの
コミュニケーション

お客様からの
コミュニケーション

●営業職員、内務員による定期的な訪問
●請求書類の郵送、訪問によるご請求手
　続きのサポート

●支社窓口へのご来社
●お客様サービスセンタ－、支社へのお電話
●担当職員へのご連絡

　2020年3月より、給付金等のご請求手続きに関して「太陽生命マイページ」をご利用いただくことで、ご請求からお支払い
までがインターネットで完結できるようになりました。
　お客様は必要となる書類をスマートフォンなどで撮影し、「太陽生命マイページ」にアップロードすることにより、最短10分
程度での給付金等のお受け取りが可能です（※）。

（※）請求内容（診断書が不要）や受付時間など受付の状況により異なります。

⃝お客様のさまざまなニーズにお応えするための取組み

■ UCDAアワードを受賞した「給付金手続き画面」

保険金・給付金のお支払い
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　お客様サービスセンターや、営業職員をはじめとする役職員は、お客様と接するさまざまな機会に「お客様の声」を積極的に
お伺いしています。お申し出内容は「お客様の声」情報システムに登録し、これを関連部署が分析し、改善策を検討・実施する
ことにより、当社の業務やサービスの改善につなげています。

⃝お客様の声を活かす仕組み

　「お客様の声」を経営に反映させるため、社外委員と当社役職員で構成する「サービ
ス品質向上専門委員会」を四半期ごとに開催しています。委員会では、「お客様の声」
に基づく業務改善の状況や保険金等支払業務の適切性について報告し、社外委員から
はお客様の視点に立ったご意見をいただき、業務改善に活かしています。

⃝「サービス品質向上専門委員会」での社外委員との意見交換

　「お客様の声（苦情等）｣ をもとに ｢お客様の視点に立った業務改善｣ を継続していくため、2008年3月に苦情対応に関する
国際規格 ｢ISO10002｣ に準拠した規程を定め、その適切な運用と定着に努めてまいりました。
　2023年3月、現在の取組みについて第三者に検証・評価を依頼し、当社の「苦情対応マネジメントシステム」が順調に機能
しているとの評価を受けた「第三者意見書」を取得し、2023年4月、国際規格「ISO10002」への適合性を維持していること
を宣言いたしました。

⃝「ISO10002」への取組み

　お客様に当社や生命保険に対する一層のご理解と信頼を深めていただくこと、また、
ご意見・ご要望をお伺いすることを目的にお客様懇談会を開催しています。

⃝お客様懇談会の開催

お客様の声

お客様の声

サービス品質
向上専門委員会

経営に反映

より高いお客様満足へ

「お客様の声」情報システムへの登録

分析・検討、改善策の協議・実施（担当または関連部署）

お 客 様との 関 わり
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　当社は、働きやすい職場環境づくりに向け、女性の活躍推進や有給休暇の取得促進、福利厚生制度の充実など
に取り組んでいます。さらに、業務改革の一環として、従業員のワークスタイルの変革に取り組んでおり、ペー
パーレス化の推進やオフィス環境の整備を通じた効率的な働き方によるワーク・ライフ・バランスの実現を図っ
ています。
　また、従業員の健康増進に取り組むことで、一人ひとりが元気にいきいきと長く働くことのできる「元気な職
場づくり」を目指しています。

入
社

結
婚

妊
娠

出
産

育
児

介
護

傷
病

出産予定日の
6週間前

出産後
8週間

子が
満3歳まで

ファミリー転勤制度

出産祝金 看護休暇

短時間勤務制度（妊娠中～子が小学校卒業まで）

育児休業者職場復帰支援プログラム

産前・産後休暇 育児休業 介護休業

短時間勤務制度

介護休暇

がん通院休暇

週3日、週4日勤務制度

積立傷病休暇

子が小学校
入学3年生
の3月まで

子が小学校
卒業まで

＜内務員の各種制度＞

従業員のはたらきがい

「プラチナくるみん」とは、子育てサポート企業として「くるみん認定」を取得した企業のうち、
より高い水準の取組みを行った企業が認定される制度です。
当社では、短時間勤務制度をはじめとした、育児・介護を支援する人事制度の積極的な活用に
加え、早帰り施策の継続的な取組みや有給休暇取得促進、配偶者の出産に伴う男性育児休業等
の取得推進など、さまざまな両立支援の取組みが評価され、「プラチナくるみん」の認定を取
得しています。

TOPICS

　スマートワークの実現を通じて働き方改革に取り組んでいます。スマートワークとは、従業員一人ひとりがやりがい、充
実感を持って働くことです。スマートワークを実現するためには、「仕事の質の向上」と「ワーク・ライフ・バランスの充
実」が必要であり、そのための一歩として、これまで、時短や有給休暇の取得促進等に向けた各種取組みを行ってきました。
　今後もこうした成果を積み重ね、従業員一人ひとりがスマートワークを実現することで、従業員の仕事が「作業の仕事」
から「知恵の仕事」となるよう業務改革を進めてまいります。

　子育て支援について、短時間勤務制度など各種制度を導入しており、東京労働局長より、次世代育成支援に積極的に取
り組む企業として「基準に適合する一般事業主の認定」を取得しています。また、2015年8月には、より高い水準の取組
みを行っている企業として「プラチナくるみん」の認定を取得しました。
　さらに、2017年8月より育児休暇の拡充として「育児参加のための休暇」を新設（※）、2022年10月には取得可能日数を
10日から20日に拡大しました。2018年4月には「短時間勤務制度」の適用範囲を「子が小学校卒業まで」に拡大し、
2022年10月からは子1人につき2回まで利用可能とするなど、仕事と育児のさらなる両立支援にも取り組んでいます。
　また、2020年4月には介護休業や欠勤・休職制度など、従来の「介護や治療に専念して休む制度」に加えて、介護や治療
をしながら働き続けることのできる「週3日、週4日勤務制度」を新たに導入しました。さらに、通院休暇の適用範囲を妊娠
中および出産後、不妊治療だけでなく、「がん治療」にも拡大し、仕事と介護や治療との両立支援の拡充に取り組んでいます。
　2021年1月には、看護休暇・介護休暇について、時間単位（10分単位）での取得を可能とした他、2022年4月より通
院休暇も時間単位（10分単位）での利用が可能となりました。

（※）「育児参加のための休暇」とは、配偶者が出産し、子が3歳に達するまでの間、育児休業を通算して 
20日までいつでも取得することができ、かつ、当該休暇について給与を支給する制度です。

スマートワークの実現（働き方改革）

働きやすい職場環境の実現
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　多様な人材が活躍できる職場風土の形成に取り組んでいます。

⃝女性の活躍推進
　・職場環境の整備

育児や介護との両立支援、総労働時間の縮減や有給休暇の取得促進、
住環境の整備等、女性を含めた多様な人材が柔軟に働ける環境の整
備に取り組んでいます。

　・管理職登用
積極的な女性管理職の育成、登用に取り組んでいます。

　・女性取締役
2018年6月に初の女性取締役が誕生しています。

　・ダイバーシティ推進室の新設
2023年4月にダイバーシティ推進室を新設し、女性の活躍・ワークライフバランス・障がい者雇用の推進に取り組ん
でいます。

＜女性管理職比率＞
2017年4月 2018年4月 2019年4月 2020年4月 2021年4月 2022年4月 2023年4月

19.1％ 20.2％ 20.3％ 20.4％ 20.4％ 20.2％ 20.2％

⃝シニアの活躍推進
　これまでも、60歳定年後最長65歳まで継続して勤務できる制度を導入してきましたが、
2017年４月より、定年を65歳に延長し、また65歳以降も最長70歳まで働ける人事制度
を導入しています。
　この制度が評価され、人材領域で優れた新しい取組みを積極的に行っている企業を表彰
する「第８回　日本HRチャレンジ大賞」（主催：「日本HRチャレンジ大賞」実行委員会、
後援：厚生労働省、東洋経済新報社、ビジネスパブリッシング、HR総研（ProFuture））
において、金融機関で初めて『イノベーション賞』を受賞（※）しました。
　2020年4月より、65歳定年制度を確実に運用し、これまで以上に若手からシニアまで年齢に関わらず能力を発揮し、
管理職として活躍できる環境を構築するため、評価基準をより明確に刷新するとともに、より成果に応じた処遇を実現
する人事制度を導入しています。

（※）「日本HRチャレンジ大賞」で『イノベーション賞』を受賞するのは、金融機関において初となります
（「日本HRチャレンジ大賞」事務局調べ（2019年５月末時点））。

⃝障がい者雇用
　障がい者の採用を積極的に行っており、2023年4月1日時点で、障がい者雇用率は2.54%となっています。合理的配
慮を必要とする障がいのある従業員については、例えば視覚障がいのある従業員に対して音声対応パソコンを付与する
など、個々の状況に応じて働きやすい環境を整備しています。

⃝男性従業員の育休
　男性従業員の育休取得率は、8年連続で100％となっています。
　男性従業員がより一層育児に参加しやすい環境を整備するため、2020年度より、原則10営業日連続の「育児参加
のための休暇」（特別休暇）の取得と有給休暇10日を合わせた約1ヵ月の長期休暇を取得できる運用体制としています。

ダイバーシティ推進への取組み

従 業 員との 関 わり
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　クアオルトを活用した健康増進施策やがん検診の受診率向上を推進していくことで、従業員がより元気に、健康に、
そして長く働けるように取り組んでいくとともに、長く元気に働ける人事制度の導入に取り組んでいきます。

⃝クアオルトを活用した従業員の健康づくり
　2016年10月、山形県上山市と「上山型温泉クアオルト（健康保養地）活用包
括的連携に関する協定書」を締結し、「上山型温泉クアオルト（健康保養地）事業」（※）

を活用した従業員の健康づくりを進めています。2016年10月以降、多くの従業
員が、宿泊型新保健指導（スマート・ライフ・ステイ）プログラムに参加し、食
事の取り方や運動方法を学んだ結果、全員が生活習慣の改善や減量に成功するな
ど成果につながっています。
　また、2020年2月、岐阜県岐阜市と、2021年1月には岐阜県関市と、「健康づ
くりに関する連携協定書」を締結し、クアオルト健康ウオーキングを活用した地域
社会の健康づくりに取り組むとともに、従業員も積極的に参加していくことで健
康づくりに取り組んでいきます。
　さらに、クアオルト体験バスツアーを実施し、より多くの従業員がクアオルト
に参加し健康増進に取り組む機会を設けていきます。

（※）「上山型温泉クアオルト（健康保養地）事業」
クアオルトとは、ドイツ語で「健康保養地・療養地」を意味します。上山市は、先進ドイ
ツに倣い、豊かな自然や温泉、旬産旬消の食、医科学的根拠に基づくウオーキングなどを
組み合わせた体験を通じて、市民の健康増進と交流人口の拡大による地域活性化を目的に、
長期滞在型の健康保養地づくりに取り組んでいます。

⃝再検査・精密検査・特定保健指導・がん検診受診率の向上、早期発見の取組み
　各所属に配置している健康推進責任者が会社および太陽生命健康保険組合と連携し重症化防止の観点から、健康診断
の結果、再検査と指摘された場合や特定保健指導の対象となった場合に対象者への受診勧奨を行い受診率向上に向けた
取組みを推進しています。がん検診受診率向上についても2017年度より健康保険組合と連携し、がん検診費用の補助を
開始し、従業員のみならず家族も含めたがん検診受診率の向上を図っています。
　2021年4月には「現在、がんである可能性」と「将来、脳卒中・心筋梗塞、糖尿病になるリスク」を一度に評価でき
る「アミノインデックス®リスクスクリーニング（AIRS）」を従業員向けに実施し、さらなる健康増進と生活習慣病予防
を図っています。
　また、2019年度より健康診断や再検査時の他にクアオルト等に参加し自身の健康増進に充てる時間を確保するととも
に健康経営を推進する企業として各所属の健康増進に対する関心をより一層高めるため、『健康休暇』を新設しました。
　さらに、要精密検査判定者の医療機関への受診を徹底すべく健康保険組合と健康診査データの共同利用を行っています。

⃝認知症予防の取組み
　2017年度より、認知症予防のための「軽度認知障害（MCI）スクリーニング検査」を実施しています。2022年4月
からは、「MCIスクリーニング検査プラス」に変更となり、測定項目等を変更して、より精度の高いリスク評価が可能と
なっています。55歳以上の従業員を対象として会社が検査費用を負担するなど、幅広く従業員の健康増進に取り組んで
います。

⃝健康経営優良法人（ホワイト500）
　経済産業省が従業員の健康増進に取り組む「健康経営」を普及させることを目的とし
て2017年2月にスタートした「健康経営優良法人認定制度」に基づく「健康経営優良法
人（ホワイト500）」に7年連続で認定されました。当社が、「健康寿命の延伸」という
社会的課題にこたえるために、2016年7月に「健康経営基本方針（「太陽の元気」宣言）」
を制定し、「従業員」「お客様」「社会」のすべてを元気にする取組み、『太陽の元気プロ
ジェクト』の一環として従業員の健康増進を図るための各種施策を推進していることが
評価されたものです。

健康増進への取組み
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（※）責任投資原則（PRI：Principles	 for	Responsible	 Investment）とは、2005年に当時の国連事務総長であったコフィー・アナン氏が金融業界に対して提唱
した原則です。投資の意思決定プロセスや株式所有方針の決定に際して、環境・社会・企業統治（ESG）の課題を考慮し、受益者のために、より優れた長期的
な投資効果と持続的な金融市場を実現していくための行動規範です。

　当社は、機関投資家として社会的責任をより一層果たしていくためには、投融資活動を通じて社会や環境により良い影
響を及ぼし、持続可能な社会の実現に貢献していくことが不可欠であると考えています。
　こうした考えのもと、2007年3月に、国連が支援する「責任投資原則（PRI）」（※）に、日本の生命保険会社として初めて署名
しました。
　当社は、同原則にもとづく、環境・社会・企業統治（ESG）の課題に十分配慮し、持続可能な社会の実現に向けた資産運用を
推進しています。

項　　目 概　　要
環境(Environmental) 地球温暖化、エネルギー・資源の枯渇、食料・水の問題、生物多様性など
社会(Social) 消費者利益の保護、雇用・人権問題、格差問題など
企業統治(Governance) コンプライアンス、適正な情報開示およびガバナンスの実現など

資産運用を通じた社会への貢献

1．投融資プロセスへのESG課題の組み込み
【ESGインテグレーション】
　株式や債券等の有価証券、不動産および貸付等の投融資の際に、投融資先企業の財務情報に加え、ESG等の非財務
情報に関する企業評価を取り入れることで、長期的な投資成果の向上とともに、PRIにもとづく使命を果たすよう努
めています。
○投融資判断へのESG評価の組み込み
　株式や債券等の有価証券、不動産および貸付等の投融資の際に、企業におけるESGに関する取組み等を評価し、投
融資判断に組み込んでいます。
○環境・シニア社会に配慮した不動産投資
　不動産物件の新築や大規模修繕などを行う際に、環境やシニア社会に配慮した取組みの検討・導入を行っています。
また、景観の美化や周辺との調和に配慮する一方、既存の不動産物件においても、環境保護に留意する観点から、営業
用・投資用すべての物件のエネルギー効率等をモニタリングし、必要に応じて照明設備・空調設備等の省エネ化を行
うなど、継続的な環境への取組みを実施しています。

【ネガティブスクリーニング】
　当社では、お客様からお預かりした保険料について、収益性や流動性とともに、社会性・公共性の観点にも配慮した
運用を行っており、反社会的行為に関与していると判断される場合や、非人道的兵器（※1）への関与が確認された場合な
どには、投融資を原則禁止としています。また、気候変動への影響が大きい特定事業（※2）への新規投融資を原則禁止と
するほか、取引先や投融資先でESGに関わる不祥事が発生した場合や、ESGの課題等に重大な問題がある場合には、
必要に応じて、直接コミュニケーションを取るなど状況を把握したうえで、当該基準にもとづき投融資の可否を検討
します。
（※1）	生物兵器、化学兵器および非人道的な効果を有する特定通常兵器の使用禁止・制限の目的で制定された国際条約にて使用を全面禁止

する兵器のうち、日本政府が批准しているもの。
（※2）石炭火力発電関連事業、石炭採掘事業、オイルサンド事業、北極圏野生生物国家保護区での石油・ガス採掘事業

　当社では、ESGの課題を考慮した資産運用を推進するため、「ESG投融資基準」を定めており、基準にもとづく主なESG投
融資手法は以下のとおりです。

2．ESGテーマ投融資
　環境・社会・企業統治の課題を考慮し、持続可能な社会の実現に貢献できるテーマを持った資産等への投融資に取り
組んでいます。
　また、投融資後も調達目的に沿った資金使途となっているか等について確認を行います。

＜ESGの課題＞

責任投資原則（PRI）にもとづく資産運用

責任投資原則（PRI）活動への具体的な取組み

社 会との 関 わり
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＜議決権行使の取組み状況＞

　議決権行使にあたっては、日常的に投資先企業と「目的を
持った対話」（エンゲージメント）を行うことにより、当該企
業の持続的な成長を促すとともに、財務情報などの形式的
な判断基準にとどまらず、環境・社会・企業統治（ESG）など
の課題もふまえ、賛否を判断するようにしています。

　また、議決権行使における利益相反防止等を目的に社外
委員も参加する議決権行使検証専門委員会が、議決権行使
の判断の妥当性を検証しています。

　各議案の精査において建設的な対話を通じても、なお問
題が改善されない場合や、株主価値を毀損するリスクが高
いと判断される場合などは、当該議案に対して反対として
います。

投資先企業

太陽生命

株主総会
招集通知 受領

（A）
全議案

精査対象

精査 事前
検証
※

事後
検証
※

重
要
議
案

（B）
個別議案
精査対象

上記以外
の議案

対 話 議決権行使

議
案
内
容
等
確
認

賛
成

反
対

※議決権行使検証専門委員会にて、国内上場株式の
以下の精査対象議案について判断の妥当性を検証
重要議案（事前検証）、全精査対象議案（事後検証）

【議決権行使プロセス】

　当社は、「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》（※）の趣旨に賛同し、投資先企業との建設的
な「目的を持った対話」（エンゲージメント）や議決権行使などを通じて、当該企業の企業価値向上や持続的成長を促すこと
に努めています。
（※）		日本版スチュワードシップ・コードとは、機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任ある機関投資家」として	

スチュワードシップ責任を果たすことを目的に、金融庁が公表している原則です。

日本版スチュワードシップ・コード

その他責任投資に関するイニシアティブへの参画
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主な取組み事例 関連するSDGs
⃝再生可能エネルギー関連事業への投融資
　	地球環境保護や省エネルギーに貢献できる大規模な風力発電事業や太陽光発電事業を投資対象としたファ
ンド等に投融資を行っています。
　具体的には、太陽光発電事業関連への投融資を行いました。

⃝グリーンボンド・トランジションボンドへの投資
　	再生可能エネルギー発電事業やエネルギー効率化事業等への資金供給を目的とするグリーンボンドや低炭
素社会等へ移行するための事業等への資金供給を目的とするトランジションボンドへの投資を行っています。
　	具体的には、地方自治体や事業会社等さまざまな発行体が発行するグリーンボンドへの投資を行いました。

⃝持続可能な社会の実現に貢献できる投融資
　	少子高齢社会や開発途上国の教育・雇用支援、ジェンダー平等など国内外の社会問題解決に向け、ソーシャル
ボンドなど、持続可能な社会の実現に貢献できる投融資に取り組んでいます。
　	具体的には、JICAピースビルディングボンドなど、さまざまな発行体が発行するソーシャルボンド、サステ
ナビリティボンド等への投融資を行いました。

⃝社会課題解決に向けたインパクトを追求する「インパクト投資」への取組み
　	投資リターンだけでなく、環境などの社会課題解決へのインパクトも追求する「インパクト投資」に取り組ん
でいます。
　	具体的には、再生可能エネルギー発電事業等への投資を通じ、投資リターンの獲得と同時にCO2総排出量削
減といった社会的インパクト創出を目指すインパクトファンド等への投資を行いました。

ESGテーマ投融資の主な取組み事例

「advance」
◦	PRIが設立した社会課題・人権に関する協働エンゲージメン
トを行う国際イニシアティブ。
◦	2022年9月に、活動を支援する「Endorser（支持者）」とし
て参画を表明。

「TCFD」（T&D保険グループとして参画）
◦	2015年に、FSBにより設置されたタスクフォース。	 	
2017年に、企業に対し気候関連のリスクと機会が財務にも
たらす影響を開示することを促す情報開示の提言を公表。

◦2019年4月に、T&D保険グループとして賛同表明。
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中間目標 投融資先の
CO2排出量（※）

2030年度までに2020年度比
△40％削減

（※）資産の増減の影響を除く「投融資残高あたりの排出量（原単位）」ベース
対象：国内上場企業の株式、社債、融資

＜削減目標達成に向けた対応方針＞
◦	継続した対話の実施により、投融資先企業の排出量削減を促すことで、削減率の引き上げを図る。
◦	必要に応じて、業界団体やイニシアティブへの参画等を通じ、他の機関投資家と協働してCO2排出量削減に向けた
働きかけを行う。
◦	ダイベストメントについては、対話による改善が見られない場合等の最終手段として位置付ける。
◦	CO2排出量削減に貢献するESGテーマ投融資を推進し、ポジティブインパクトの創出を図る。

⃝投融資先のCO2排出量削減目標
◦	T＆D保険グループでは、自社が排出するCO2排出量のネットゼロに取り組むとともに、機関投資家として投融資先の
CO2排出量についても2050年度までにネットゼロとする削減目標を設定し、社会全体の排出量削減に貢献することを
目指しています。その削減目標の達成に向けた取組みを着実に加速させるため、太陽生命では、2030年度までに投融
資先のCO2排出量を40％削減（2020年度比）する中間目標を設定しました。

⃝投融資先のCO2排出量削減状況
◦	投融資先のCO2排出量（2021年度実績）は、投融資残
高あたり排出量ベース（原単位）で、前年度から33.4％
の削減となりました。
◦	主な要因としては、以下2点です。
　①	コロナ禍における景気減速の影響や投融資先の排出量

削減努力により、各投融資先の排出量が減少したため
　②	当社ポートフォリオの変化や保有資産の時価変動等に

伴い、各投融資先の当社持ち分比率が変動したため

⃝CO2排出量削減目標達成に向けた取組み
◦	投融資先のCO2排出量削減目標の達成に向け、脱炭素に貢献するESG投融資を推進するとともに、投融資先との対話
に取り組んでいます。

投融資先のCO2排出量削減への取組み

＜気候変動に関する対話の取組み＞
投融資先のうち特に排出量が大きい50社（当社投融資先の排出量90％相当）を対象として、CO2排出量削減目標の設
定状況、その達成に向けたロードマップの策定状況などに加え、取組みの成果や課題等について、現状把握・意見交
換を行いました。

84 76

126 △33.4％ △40.0％

2020年度

CO2排出量実績（原単位） 目標達成水準

2021年度 2030年度

【投融資残高あたりのCO2排出量（t/億円）】

設定済48社

ネットゼロ目標設定企業

設定済38社

未設定
12社

ロードマップ設定企業

投融資先の
一定の対応を確認

未設定先への
継続した働きかけを実施

対話先の状況（CO2排出量上位50社） 当社の対応

社 会との 関 わり
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全国中学生ラグビーフットボール大会（太陽生命カップ）
　2011年より、JRFUが主催する「全国中学生ラグビーフットボール大会」（太陽生命カップ）に特別協賛しています。

　当社は、多くの人に夢と感動を与えてくれるスポーツの発展を願い、輝く女性アスリートや次世代を担う青少
年の活躍、地域におけるスポーツ振興を応援しています。また、スポーツを通して、シニア応援・認知症予防・
健康増進など、社会の「元気・長生き」に貢献しています。

太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ
　2014年より、JRFU（※）が主催する「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ」に特別協賛しています。
（※）公益財団法人日本ラグビーフットボール協会

ラグビー

スポーツを通じた社会への貢献

ラグビー女子日本代表
　2013年よりオフィシャルスポンサー、2016年よりオフィシャルパートナーとしてラグビー女子日本代表（15人制・
7人制）を応援しています。

ⓒJRFU	2022 ⓒJRFU	2023

　2013年（※）より、JRFUが主催する「全国U18女子
セブンズラグビーフットボール大会」に協賛しています。

　2023年より、JRFUが主催する「太陽生命ラグビー
1dayスクール」に特別協賛しています。

全国U18女子セブンズラグビーフットボール大会 太陽生命ラグビー1dayスクール

（※）2013年～2017年「全国高等学校選抜女子セブンズラグビーフットボール大会（旧大会名）」
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「東京都スポーツ推進企業」「スポーツエールカンパニー」に認定！
　クアオルト健康ウオーキングによる従業員の健康増進や、スポーツ協賛などの活動が評価され、東京都より「東京都スポーツ推進企 
業（※1）」、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー（※2）」に認定されています。

（※1）東京都スポーツ推進企業認定制度
従業員のスポーツ活動の促進に向けた優れた取組みやスポーツ分野における社会貢献活動を実
施している企業等を「東京都スポーツ推進企業」として認定し、広く都民に周知する制度。

（※2）スポーツエールカンパニー認定制度
従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向けた積極的な取組みを実施している
企業を「スポーツエールカンパニー」として認定する制度。

ゴルフ

地域スポーツ振興
静岡マラソン
　2014年より、地域におけるスポーツ振興の一環として、「静岡マラソン」に特別協賛しています。

太陽生命 元気・長生きカップ
　2021年より45才以上の女子プロゴルファーを対象としたJLPGA（※）レジェンズツアー「太陽生命 元気・長生きカッ
プ」を開催しています。
（※）一般社団法人日本女子プロゴルフ協会

全日本小学生低学年選抜アイスホッケー大会
（太陽生命U9ジャパンカップ）
　2014年より、JIHF（※）が主催する全日本小学生低学年
選抜アイスホッケー大会（太陽生命U9ジャパンカップ）
に特別協賛しています。（※）公益財団法人日本アイスホッケー連盟

アイスホッケー教室
　2014年より、JIHFが主催するアイスホッケー教室に
特別協賛しています。本教室では、当社社員の久保英恵
さん等がコーチを務めています。

アイスホッケー
アイスホッケー女子日本代表
　2013年より、オフィシャルパートナーとして
アイスホッケー女子日本代表を応援しています。

ⓒJIHF	PHOTO	Nagayama

社 会との 関 わり
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　東西2か所に「太陽生命の森
も り

林」を設置し、社員ボランティアが自らの手で森林保全活動を展開しています。

　2005年12月に、役職員による社会貢献活動を支援することを目的として、「太陽生命グッドウィル・サークル友の会」
を設立しました。毎月の報酬・給与の手取り金額の100円未満の端数を会費として、森林保全活動や各職場における地
域密着型の社会貢献活動などを支援しています。

　太陽生命厚生財団は、1984年5月に、当社の創業90周年を記念して「太陽生命ひまわり厚生財団」として設立されま
した。2009年12月には公益財団法人に移行し、「公益財団法人太陽生命厚生財団」に名称変更しています。
　当財団は、創設以来「高齢者の福祉」および「障がい者の福祉」に関する事業・研究への助成を行い、設立目的であ
る「わが国の社会福祉の向上に寄与する」ための事業を続けています。設立以来の助成金累計は2,428件、13億5,321
万円となっています。

太陽生命の森
も り

林
（栃木県那須塩原市　2006年3月設置）
　カラマツの人工林4.8ヘクタールにおいて、『いのち輝く明るい森林づ
くり』を活動テーマに掲げ、間伐、林道整備、憩いの広場整備などを実施し
ています。
　社員ボランティアによる整備活動によって、手入れが行き届かず暗
かったカラマツの人工林が太陽の光が射し込む明るい森林へと生まれ変
わり、親しみやすい森林づくりが進んでいます。
　2012年からは、公益財団法人日本ダウン症協会に所属されているご家
族をお招きして「森林教室」を実施しています。

太陽生命くつきの森
も り

林
（滋賀県高島市　2007年11月設置）
　旧里山林12.7ヘクタールにおいて、『恵み豊かな里山林づくり』を活動
テーマに掲げ、アカマツ林の保全、広葉樹林の育成やビオトープ整備な
どを実施しています。むかし里山として人と密接なかかわりを持ってい
た森林の原風景を維持しながら、新しい形で人とかかわる森林づくりを
進めています。
　2011年からは、高島市立朽木東小学校と協働で「どんぐりプロジェク
ト」を実施しています。3年生がどんぐりをポットに植え付け、3年間育て
た苗木を卒業時に森林に植える活動であり、ナラ枯れやシカの食害の影
響を受けている広葉樹の森林の再生に取り組んでいます。

地域・社会、環境への貢献

太陽生命の森
も り

林

太陽生命厚生財団

太陽生命グッドウィル・サークル友の会
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　1982年より本社周辺の清掃活動を行っており、2004年からは「全国一斉クリーンキャンペーン」として、全国
の支社周辺地域でも実施しています。
　日頃お世話になっている地域の皆様に感謝の気持ちを込めて、清掃活動に取り組んでいます。

全国一斉クリーンキャンペーン

　全国の支社・本社で古本、書き損じハガキ、楽器、ランドセル等を
収集し、活動実施団体への寄贈を通じて開発途上国の教育支援等に役
立てています。
　公益財団法人ジョイセフが主催する「思い出のランドセルギフト」
には2006年から賛同しており、2022年度は日本で役割を終えたラ
ンドセル57個を寄贈しました。

写真提供：©公益財団法人ジョイセフ

開発途上国への支援の実施

　環境省が推進する「CO2削減・ライトダウンキャンペーン」の趣旨に賛同し、2022年度は7月15日と12月23日の2回、
グループ合同で実施しました。CO2削減のみならず、現在推進しているスマートワーク実現に向けた取組みの一環として、
18時までに業務を終了し、消灯のうえ全員が退社できるよう取り組みました。

ライトダウンの実施

　子供地球基金とは、世界の恵まれない子どもたちが社会の一員として自分の
能力を社会に還元することができるよう、想像力豊かな子どもたちを育てるこ
とを目的としたボランティア団体です。
　当社はその趣旨に賛同し、子供地球基金への寄付活動を通して、病気や戦争、
災害などで心に傷を負った世界中の子どもたちを支援しています。

子供地球基金への募金

社 会との 関 わり
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　当社は、取締役会において経営の重要な意思決定および業務執行の監督を行うとともに、監査役会設置会社と
して、取締役会から独立した監査役および監査役会により、取締役の職務執行状況等の監査を実施しています。
　また、執行役員制度を導入し、監督と執行の責任を明確化することで、業務執行機能の強化と取締役会のガバ
ナンス機能の強化を図っています。
　また、T＆D保険グループでは、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に対応した取
組みとして、上場会社であるT＆Dホールディングスが、同コードの趣旨をふまえた「コーポレート・ガバナン
ス基本方針」を策定しています。当社においても、T＆Dホールディングスに準じた「コーポレート・ガバナン
ス基本方針」を策定し、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでいます。

⃝取締役会
　経営の意思決定機関であり、重要な業務執行、経営戦略
や各種基本方針を決定する機能を有しています。併せて、
取締役の職務執行の監督、適切な内部統制システム構築な
ど健全な業務運営を確保する責務を負っています。
　また、経営上の重要な課題については、より専門的な審
議・検討を行うため、取締役会から権限を委譲し、各種委
員会や経営執行会議等を設置しています。

⃝リスク統括委員会
　リスク統括委員会は、リスク管理に関する一元的な態勢
確立ならびにリスク管理の徹底を目的に、定期的に各種リ
スクの実態を把握し、対応策の検討を行い、その結果を取
締役会に報告しています。
　また、新しい保険商品を発売する際には、その引受リス
クに関して適正性を把握し、中立的な見地から取締役会に
報告しています。

⃝経営執行会議
　経営の意思決定機能と業務執行機能を分離することを目
的に、業務執行に関する重要事項について社長および社長
の指名する執行役員等で構成する経営執行会議で審議を行
い、審議結果を取締役会に報告しています（執行役員は取
締役会の決議によって定められた分担に従い業務を執行し
ます）。

⃝監査役・監査役会
　監査役は、取締役会や経営執行会議等の重要な会議へ出
席するとともに、取締役や執行役員および各部門からのヒ
アリング等を通じて、取締役、執行役員の職務執行を監査
しています。コンプライアンス・経営全般にわたるリスク
管理への対応状況や業務・財産の状況についても監査を行
います。

⃝コンプライアンス委員会
　コンプライアンス委員会は、全社的なコンプライアンス
推進にかかる重要事項の審議・検討を行い、その内容を取
締役会に報告しています。

⃝内部監査部
　内部監査部は、経営目標の効果的な達成に役立つことを
目的として、業務執行部門から独立した立場で、内部管理
態勢の適切性・有効性を検証・評価し、その結果等を取締
役会等に報告しています。把握した問題点については、被
監査部門等に改善策の策定を求め、改善および定着状況を
確認しています。

（※）2004年4月1日の持株会社設立に伴い、当社株主は持株会社のみとなりました。

株主総会※

監
査
役
・
監
査
役
会

取締役会

代表取締役（社長）

▪コンプライアンス委員会
▪コンプライアンス・オフィサー
▪専門委員会

▪リスク統括委員会
▪専門委員会

▪経営執行会議
▪専門委員会 等

業務執行部門（本社各部、支社等）

監 督 報 告

内部監査

監 視

助
言
提
言

監 

査

コーポレート・ガバナンス体制図

監査結果報告

内部監査部

コーポレート・ガバナンス体制

経 営 管 理 体 制
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　当社は、会社法の規定に基づき、内部統制システムの整備に向け以下の体制を構築することを取締役会で決議
し、運用しています。

1．法令等遵守体制
（1） 法令等遵守に関する基本方針・行動規範等を制定し、

すべての取締役、監査役、執行役員及び従業員に周知し、
コンプライアンスの推進に取り組む。

（2） 取締役及び執行役員は、これらの法令等遵守に関す
る基本方針・遵守基準に則り、善良なる管理者の注
意をもって、会社のため忠実にその職務を執行する。

（3） 取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機
能を期待し、当社と利害関係を有しない社外取締役
を選任する。

（4） コンプライアンスに関する一元的な体制確立とその徹
底のため、コンプライアンス態勢を監視及び改善する
委員会を、取締役会の下部組織として設置する。また、
コンプライアンスに関する情報収集・調査分析・教育
啓蒙等を強化し、コンプライアンスの推進を図るため、
コンプライアンスを統括する部門を設置する。

（5） 反社会的勢力を断固として排除する姿勢を明確に宣
言し、具体的な手順を整備するとともに、すべての
取締役、監査役、執行役員及び従業員にこれを徹底
させる。

（6） 関連会社を含むすべての取締役、監査役、執行役員
及び従業員等を対象としたグループ共通の内部通報
制度を整備し、制度の周知を図る。その制度では、
守秘義務を負う外部の通報受付会社を通報先とし、
さらに通報者に対する不利益な取扱いの禁止を規程
に定め、法令等違反行為及びグループの信用や名誉
を毀損させるおそれのある行為を未然に防止又はす
みやかに認識するための実効性のある制度とする。

（7） 従業員による不祥事故が発生した際の適正かつ迅速な対
応方法及びその再発防止策の策定方法について規程を
定め手順を整備する。

2．効率性確保体制
（1） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保

するための体制の基礎として、取締役会を毎月開催
するとともに、必要に応じて臨時にこれを開催する。

（2） 組織及び職務権限に関する規程を定め、取締役及び
執行役員等の職務執行に関する基本的職務・責任権

限に関する事項を明確にすることで組織の効率的な
運営を図る。

（3） コーポレート・ガバナンス体制の強化の観点から、
監督と執行の責任の明確化を図るために執行役員制
度を採用する。

（4） 経営計画を適正に策定・運用するための規程を定め、
それに基づき取締役会において年度経営計画を策定
する。

3．情報保存管理体制
（1） 取締役及び執行役員の職務執行に係る情報は、文書

の管理に関する規程によって保管責任部門及び保管
期限を定め、適正に保管・管理する。

（2） 情報セキュリティに関する基本的な考え方を定めて、
情報資産を適切に管理する方針を明確化するととも
に、当該情報資産を漏洩や改ざん又は事故や故障も
しくは自然災害や火災による損害等から保護する体
制を整備する。

4．統合的リスク管理（ERM）体制
（1） 持株会社が定めるグループにおけるERMの基本的な

考え方に基づき、ERMの基本方針を策定し、経営の
健全性を確保しつつ安定的な収益性向上を図るため、
資本・収益・リスクを一体的に管理する体制を整備
する。

（2） ERMを推進する委員会を設置し、健全性と収益性に
関する水準を定めた「リスク選好」に基づき、資本・
収益・リスクの状況を適切に管理する。

（3） 持株会社が定めるグループにおけるリスク管理の基 
本的な考え方に基づき、リスク管理の基本方針を策 
定し、将来にわたる経営の健全性及び適切性を確保 
するため、関連会社を含めたリスク管理体制を整備 
する。

（4） リスク管理に関する一元的な体制確立とその徹底を
目的としてリスクを統括管理する委員会を取締役会
の下部組織として設置する。また、リスク管理の基
本方針に基づき、関連会社を含めた経営上のリスク
を分類・定義し、リスク種類毎に配置された管理部

【内部統制システムに関する取締役会決議】

　当社は、会社法第362条第4項第6号に規定する「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための
体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なもの
として法務省令で定める体制」（内部統制システム）の整備に向けて、以下の体制を構築する。

内部統制体制

経 営 管 理 体 制
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門がリスクの状況の把握・分析等を行うとともに、
リスク管理を統括する部門において、これらの各リ
スクを統合的に管理する態勢を整備する。

（5） 危機事態への対応に関する基本方針及び基本的事項
を定め、関連会社を含めた危機管理体制を整備する。

5．グループ内部統制
（1） グループ全体の健全性及びコンプライアンス態勢の

確保による保険契約者等の保護を前提とし、グルー
プ企業価値の最大化を達成し、株主からの負託に応
えるため、当社と持株会社との間で経営管理に関す
る契約を締結し、グループにおける業務の適正を確
保するための体制を整備するため、次の項目を明確
にする。
①　グループで統一すべき基本方針
②　持株会社と事前に協議すべき当社の決定事項
③　当社が持株会社に報告すべき事項
④　持株会社による当社への指導・助言
⑤　持株会社による当社への内部監査の実施

（2） 上記の「持株会社と事前に協議すべき当社の決定事
項」には、グループ運営に影響を与える重要な決定
として、株主総会付議事項、経営計画、決算方針等
のほか、当社が当社の関連会社に対して行う経営管
理のなかで重要な事項を含める。

6．財務報告内部統制
（1） グループの内外の者がグループの活動を認識する上

で、財務報告が極めて重要な情報であり、財務報告
の信頼性を確保することはグループの社会的な信用
維持・向上に資することを強く認識し、財務報告に
係る内部統制の整備及び適切な運用に取り組む。

7．内部監査体制
（1） 内部監査の実効性を確保するため、内部監査規程に

内部監査に係る基本的事項を定め、内部監査部門の
他の業務執行部門からの独立性を確保するとともに、
内部監査計画に基づき適切に内部監査を実施する。

（2） 内部監査を通じて内部管理態勢の適切性・有効性を
検証・評価し、その改善を促すことにより、業務の
適正性を確保する。

8．監査役監査実効性確保体制
【1】監査役室の従業員の独立性確保に関する体制

（1） 監査役の監査職務の補助及び監査役会の運営事務等
を行う監査役室を設置し従業員を配置する。また、
監査役室の従業員の人事評価・人事異動等に関し、
常勤監査役の同意を必要とし、取締役からの独立性
を確保する。

（2） 従業員に対する指揮命令権は監査役に属すること、
及び監査役の命を受けた業務に関して必要な情報の
収集権限を有することを規程に定める。

（3） 監査役又は監査役会より監査役の監査職務の補助及
び監査役会の運営事務等を行う部門の要員等につい
ての要請があれば取締役及び執行役員はこれを尊重
する。

【2】監査役への報告に関する体制
（1） 取締役及び執行役員は、監査役に取締役会、経営執

行会議等重要な会議を通じて業務執行状況を報告する。
（2） 取締役、執行役員及び従業員は、監査役の閲覧する

会社の重要な決裁書及び報告書について、必要と判
断した場合や監査役より要請があった場合は速やか
に内容を説明する。

（3） 取締役、執行役員及び従業員は、会社に著しい損害
を及ぼす恐れのある事実、取締役及び執行役員の職
務遂行に関する不正行為、法令・定款に違反する重
大な事実、内部監査状況に関する報告、内部通報制
度に基づき通報された事実その他の監査役監査のた
め求められた事項を速やかに監査役に報告する。

（4） 取締役及び執行役員は、取締役、監査役、執行役員及び
従業員もしくはこれらの者から報告を受けた者が、上
記（1）～（3）に関し、確実に持株会社の監査等委員会に
報告する体制を整備する。

 また、取締役及び執行役員は、関連会社の取締役、監査
役、執行役員及び従業員もしくはこれらの者から報告
を受けた者が、上記（1）～（3）に関し、確実に当社の監
査役に報告する体制を整備する。

（5） 監査役に上記（1）～（4）の報告をした者が報告をした
ことを理由として不利な取扱いを受けないことを規
程に定める。

【3】その他監査役監査の実効性確保に関する体制
（1） 取締役及び取締役会は、監査役監査が円滑かつ効果

的に実施されるよう環境整備に努める。
（2） 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の

処理に係る方針を規程に定め、監査役が監査の実施
にあたり必要と認めるときは弁護士その他のアドバ
イザーを任用する機会を保障する。

（3） 代表取締役は、監査役と定期的な会合をもち、会社
が対処すべき課題のほか監査上の重要課題、監査役
監査の環境整備等について意見を交換する。

（4） 内部監査部門並びにコンプライアンス及び各種リス
クの統括管理を担当する部門は、監査役と定期的に
会合を持ち、対処すべき課題等について意見を交換
する。
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取締役会

コンプライアンス委員会
委員長：社　　長　　　　　委　員：担当役員　　　　　事務局：法務コンプライアンス部

法務コンプライアンス部
コンプライアンス・オフィサー

コンプライアンス
責任者

コンプライアンス
担当者

本　社 支　社

部　長 支社長

部内共通業務
総括課長

支社次長
（上席内務員）

事故防止
専門委員会

（法務コンプライアンス部）

募集適正化
専門委員会

（法務コンプライアンス部）

反社会的勢力
排除専門委員会
（法務コンプライアンス部）

議決権行使検証
専門委員会

（法務コンプライアンス部）

監査役会
監査役

コンプライアンス体制図

コンプライアンス理念の周知・徹底

コンプライアンス委員会を中心とする運営体制

　当社では、役職員一人ひとりが生命保険業の公共的使命を認識し、コンプライアンスの徹底を重要な課題として取り
組んでいます。コンプライアンスに関する基本方針として「T＆D保険グループCSR憲章」、日常活動においてコンプラ
イアンスを実践していくための原則・基準として「太陽生命コンプライアンス行動規範」およびコンプライアンス推進
のための基本事項として「コンプライアンス基本方針」を制定しています。
　また、これらの規程をはじめとしたコンプライアンス推進に関する社内ルール、業務遂行において遵守すべき法令等
の解説、コンプライアンスに関する問題発見時の対処方法を具体的に示した「コンプライアンス・マニュアル（各職種
別）」を作成し、手引きとして活用するとともに各種研修等を通じて周知・徹底しています。

　コンプライアンスに関する一元的な体制確立とその徹底を目的として、社長を委員長とし、業務執行を担当する全役
員を中心に構成する「コンプライアンス委員会」を設置しています。当委員会ではコンプライアンスに関する事項の審
議・検討を行い、その徹底を図っています。
　全社的なコンプライアンスを統括する部署として法務コンプライアンス部を設置し、コンプライアンスに関する情報
収集から調査・分析・対応に至る一元管理を行っています。また業務運営現場におけるコンプライアンスを浸透・推進
するために、「コンプライアンス責任者」および「コンプライアンス担当者」を全支社・本社各部に配置し、効果的な研
修等を行っています。
　一方、法令等遵守状況を監視し、助言等を行う「コンプライアンス・オフィサー」を配置し、法令等違反の未然防止
と早期是正に努めています。

コンプライアンス体制
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　ERM（エンタープライズ・リスク・マネジメント）とは、資本・収益・リスクを一体的に管理することで、企業価値
の増大等を図るための経営管理態勢です。
　リスク（損失）を回避するための受身的なリスク管理と異なり、ERMではリスクは排除・削減するだけのものではな
く、リターン（収益）も考慮に入れ「能動的に選択してとるもの」と位置づけています。また、ERMでは、資本・収
益・リスクを同一の評価基準で定量化し、これらを統合的に管理し経営判断を行うことで、健全性を確保しつつ収益を
追求することが可能となります。
　T＆D保険グループでは、グループ一体となりERMの推進に取り組んでおり、当社はT＆D保険グループにおける取組
みをふまえ、「ERM専門委員会」を設置のうえERMを推進し、安定的・持続的な企業価値の増大を図ってまいります。

リスク管理の基本的な考え方

　保険事業を取りまく環境が急速に変化する中で、経営
の健全性を確保するため、リスクを把握・分析し、経営
体力をふまえた適切なリスク管理に努めています。
　現在、保険引受リスク、資産運用リスク、流動性リス
ク、事務リスク、システムリスク、法務リスク、労務人
事リスク、災害リスク、風評リスク、関連会社等リスク
にリスクを分類しています。これらのリスクのうち、極
小化すべきリスクについては防止に向け、また、能動的
に引き受けるリスクについては自己資本等経営体力をふ
まえた適正水準に制御するために、適切にリスクを管理
できる内部管理体制を整備しています。
　また、外部環境の変化もふまえ、リスク特性に適った
管理を充実させるため、資産・負債を時価評価する「経
済価値ベースの統合的リスク管理」を継続して行ってお
り、今後更なる高度化に向けて取り組んでまいります。

リスク管理体制

　T＆D保険グループにおけるリスク管理の基本的な考
え方を定めた「グループリスク管理基本方針」のもと、
グループ会社を含めたリスク管理体制を整備しています。
　当社のリスク管理にあたっては、「リスク管理基本方
針」を取締役会で定め、リスク管理に関する一元的な体
制の確立およびリスク管理の徹底を目的に、「リスク統
括委員会」を設置しています。また同委員会の下部組織
として、保険引受リスク専門委員会、運用リスク専門委
員会およびオペレーショナルリスク専門委員会を設置し、
専門的・実務的な観点からリスク管理に関する審議を
行っています。
　さらに、リスク分類ごとに収益部門とリスク管理部門
を分離することにより相互牽制機能を確保するとともに、
全社リスク管理部門として総合リスク管理部を設置し、
各リスクを統括的に管理する体制を整えています。

リスク管理体制図
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リスク管理の実践

　リスクは多様化・複雑化しており、また日々変化しています。適切にリスクを管理するためには、内外環境の変化に
伴うリスクの変化等を的確に捉え、リスク対策の有効性等を評価・分析し、リスク対策を適宜見直すことが重要となり
ます。
　当社では、リスク管理方針の策定からモニタリング、改善までを1つのサイクル（PDCAサイクル）とし、実効性の高
いリスク管理を実践しています。

～PLAN～

①リスクの発見・特定
どのようなリスクが潜んでいるかを発見
（既に顕在化しているリスクの発生原因を特
定する作業も含む）

リスク対策の実施
リスクマネジメント計画の実行

改善策の実施
必要に応じて改善策を検討・実施

モニタリング（把握・分析・評価）
リスク対策実施の結果、リスクが許容範
囲内に収まっているか否かなど、リスク
マネジメント計画の有効性を評価

②リスクの算定
リスク発生の可能性と影響度に基づき、リ
スクを定量・定性的に算定

③リスクの評価
優先対応すべきリスクを判定

④リスク対策の選択
対応すべきリスクに応じてリスク対策を選択
（リスク対策…回避、移転、低減、保有）

⑤リスクマネジメント計画の策定
リスク発見から選択に至る検討結果をまと
め、リスクマネジメント計画を策定

～DO～

～CHECK～

～ACTION～

【リスク管理のPDCAサイクル】
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＜新型コロナウイルス感染症に関する当社の対応＞
　新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに心からお見舞い申し上げます。

　当社では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられました皆様に対して、各種特別取扱いを実施してま

いりました。

　今般、政府において2023年5月8日以降、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、

季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に位置づけられました。位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルスは

感染症法上の「入院措置・勧告」「外出自粛」等の措置が適用されないことから、「みなし入院」の取扱いを終了 

しております。

　なお、新型コロナウイルス感染症により、お亡くなりになられた場合の災害死亡保険金等については、個人保険・

団体保険ともこれまでどおりお支払いいたします。財形保険については、取扱いを終了します。

　※詳細については、当社ホームページをご覧ください。

https://www.taiyo-seimei.co.jp/

（2023年7月1日現在）
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